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 資料－1 

○委員・特別委員名簿 

 
電気通信紛争処理委員会の委員及び特別委員は、下表のとおり(平成２３年１２月１日現在)。 

 
なお、これらの委員及び特別委員は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１５４条第３項

（第１５６条第１項及び第２項、第１５７条第２項並びに第１５７条の２第２項、放送法第１４２条第

２項並びに電波法第２７条の３５第２項で準用。）の規定による委員会の指定を受けており、このうち

から事件ごとに、あっせん委員及び仲裁委員が指名されることとなる。 
 
 
 
 

１．委員 

 

 

 

 

 

氏名 生年 
性 
別 経歴及び現在の職業 任命日 

任期 
満了日 

坂庭
さかにわ

 好一
こういち

 

（委員長） 

昭和23年 男 昭和 47 年 3 月 
52 年 3 月 

 
58 年 4 月 

平成 3 年６月 
12 年 4 月 

東京工業大学工学部電子工学科卒業 
東京工業大学大学院理工学研究科電

子工学専攻博士課程修了工学博士 
東京工業大学工学部助教授 
東京工業大学工学部教授 
東京工業大学大学院理工学研究科教

授（現職） 

平成22年 

12月 3日 

(平成19年

11月30日) 

平成25年 

12月 2日 

渕上
ふちがみ

 玲子
れ い こ

 

（委員長代理） 

昭和29年 女 昭和 52年 3月 
58 年 4 月 

 

一橋大学法学部卒業 
弁護士登録（現職） 
 

平成22年 

12月 3日 

(平成19年

11月30日) 

平成25年 

12月 2日 

尾畑
お ば た

  裕
ひろし

 
昭和33年 男 昭和 57年 3月 

59 年 3 月 
 

62 年 3 月 
 

平成 3 年 4 月 
11 年 5 月 
12 年 4 月 

 
  12年 11月 

一橋大学商学部卒業 
一橋大学大学院商学研究科修士課程

修了 
一橋大学大学院商学研究科博士後期

課程単位修得退学 
一橋大学商学部助教授 
一橋大学商学部教授 
一橋大学大学院商学研究科教授（現

職） 
一橋大学商学研究科博士号取得 

平成22年 

12月 3日 

(平成19年

11月30日) 

平成25年 

12月 2日 

（敬称略） 
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２．特別委員 

氏名 生年 
性 
別 経歴及び現在の職業 任命日 

任期 
満了日 

小野
お の

 武
たけ

美
み

 
昭和31年 男 昭和 55年 3月 

61 年 6 月 
 

平成 2 年 4 月 
4 年 4 月 
8 年 3 月 
9 年 4 月 

京都大学経済学部卒業 
京都大学大学院経済学研究科博士

後期課程退学 
名古屋市立大学経済学部助教授 
東京経済大学経営学部助教授 
京都大学博士（経済学） 
東京経済大学経営学部教授（現職） 

平成23年 

11月30日 

(平成19年

11月30日) 

平成25年

11月29日 

加藤
か と う

   寧
ねい

 
昭和37年 男 昭和 61年 3月 

平成 3 年 3 月 
  

3 年 4 月 
7 年 8 月 
8 年 5 月 

 
15 年 4 月 

職業訓練大学校電子科卒業 
東北大学大学院工学研究科情報工学

専攻博士課程修了 
東北大学大型計算機センター助手 
東北大学大学院情報科学研究科助手 
東北大学大学院情報科学研究科助教

授 
東北大学大学院情報科学研究科教授

（現職） 

平成23年 

11月30日

(平成21年

11月30日) 

 

平成25年

11月29日 

 
 
 
 
 

氏名 生年 
性 
別 経歴及び現在の職業 任命日 

任期 
満了日 

各務
か が み

 洋子
よ う こ

 
昭和34年 女 昭和 62年 4月 

平成 9 年 3 月 
 

  9 年 4 月 
 

10 年 4 月 
14 年 4 月 
18 年 4 月 

 
20 年 4 月 

 

国際基督教大学社会科学研究所助手 
国際基督教大学大学院行政学研究科

経営学専攻博士課程修了学術博士 
国際基督教大学社会科学科非常勤講

師 
駒澤大学経営学部専任講師 
駒澤大学経営学部助教授 
駒澤大学グローバル・メディア・ス

タディーズ学部助教授 
駒澤大学グローバル・メディア・ス

タディーズ学部教授（現職） 

平成22年 

12月 3日 

 

平成25年 

12月 2日 

山本
やまもと

 和彦
かずひこ

 
昭和36年 男 昭和 59年 3月 

59 年 4 月 
62 年 6 月 

平成 7 年 4 月 
  12 年 4 月 

 
13 年 4 月 

 

東京大学法学部卒業 
東京大学法学部助手 
東北大学法学部助教授 
一橋大学法学部助教授 
一橋大学大学院国際企業戦略研究科

教授 
一橋大学大学院法学研究科教授（現

職） 

平成22年 

12月 3日 

 

平成25年 

12月 2日 

※任命日の欄の括弧内の年月日は、再任の委員の初任年月日。 
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氏名 生年 性 
別 

経歴及び現在の職業 任命日 任期 
満了日 

小塚
こ づ か

 荘
そう

一郎
いちろう

 
昭和44年 男 平成 4 年 3 月 

4 年 4 月 

7 年 7 月 

10 年 4 月 

16 年 4 月 

17 年 4 月 

19 年 2 月 

22 年 4 月 

東京大学法学部卒業 

東京大学法学部助手 

千葉大学法経学部助教授 

上智大学法学部助教授 

上智大学法学研究科助教授 

上智大学法学研究科教授 

東京大学博士（法学）取得 

学習院大学法学部教授（現職）   

平成23年 

11月30日 

 

平成25年

11月29日 

近藤
こんどう

 夏
なつ

 
昭和41年 女 平成 2 年 3 月 

6 年 3 月 

9 年 4 月 

東京大学文学部卒業 

東京大学法学部卒業 

弁護士登録（現職） 

平成23年 

11月30日 

 

平成25年

11月29日 

白井
し ら い

 宏
ひろし

 
昭和33年 男 昭和55年 3月 

57 年 3 月 
 

61 年 6 月 
 
 

63 年 4 月 
平成10年 4月 

静岡大学工学部電気工学科卒業 
静岡大学大学院工学研究科電気工学

専攻修士課程修了 
ポリテクニック大学大学院工学研究

科電気工学専攻博士課程修了 博士

号取得 
中央大学理工学部助教授 
中央大学理工学部教授（現職） 

平成23年 

11月30日 

 (平成19年

11月30日) 

平成25年

11月29日 

寺澤
てらざわ

 幸
ゆき

裕
ひろ

 
昭和40年 男 平成元年 3 月 

5 年 4 月 
  11 年 6 月 

 

慶應義塾大学法学部法律学科卒業 
弁護士登録（現職） 
ワシントン大学ロースクール修了 
 

平成23年 

11月30日 

 (平成19年

11月30日) 

平成25年

11月29日 

樋口
ひ ぐ ち

 一夫
か ず お

 
昭和23年 男 昭和49年 3月 

53 年 4 月 
 

一橋大学法学部卒業 
弁護士登録（現職） 
 

平成23年 

11月30日 

 (平成17年

11月30日) 

平成25年

11月29日 

森
もり

 由美子
ゆ み こ

 
昭和42年 女 平成 2 年 3 月 

4 年 3 月 
 

7 年 3 月 
 

9 年 4 月 
13 年 10 月 
17 年 3 月 
20 年 4 月 

山口大学経済学部卒業 
山口大学大学院経済学研究科修士課

程修了 
神戸大学大学院経済学研究科博士後

期課程単位取得 
関東学園大学経済学部講師 
関東学園大学経済学部助教授 
博士号（政策研究）取得 
関東学園大学経済学部教授（現職） 

平成23年 

11月30日 

 (平成19年

11月30日) 

平成25年

11月29日 
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氏名 生年 性 
別 

経歴及び現在の職業 任命日 任期 
満了日 

若林
わかばやし

 亜理
あ り

砂
さ

 
昭和42年 女 平成 3 年 3 月 

5 年 3 月 
 

11 年 3 月 
 

11 年 4 月 
16 年 4 月 

 
20 年 4 月 

 

上智大学法学部卒業 
上智大学大学院法学研究科博士前期

課程修了 
上智大学大学院法学研究科博士後期

課程単位取得退学 
静岡大学人文学部助教授 
駒澤大学大学院法曹養成研究科准教

授 
駒澤大学大学院法曹養成研究科教授 
（現職） 

平成23年 

11月30日 

 (平成19年

11月30日) 

平成25年

11月29日 

若林
わかばやし

 和子
か ず こ

 
昭和28年 女 昭和51年 3月   

56 年 8 月 

神戸大学経営学部卒業 

公認会計士登録（現職） 

平成23年 

11月30日 

平成25年

11月29日 

※任命日の欄の括弧内の年月日は、再任の特別委員の初任年月日。 
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（参考）過去の委員・特別委員（敬称略） 

１．委員 

氏名 職業 在任期間 

香
こう

城
じょう

 敏
とし

麿
まろ

 獨協大学法科大学院教授 平成 13年 11月 30日～平成 19年 2月 14日 

田中
た な か

 建二
け ん じ

 明治大学大学院会計専門職研究科教授 平成 13年 11月 30日～平成 19年 11月 29日 

森永
もりなが

 規彦
のりひこ

 広島国際大学工学部長 同上 

吉岡
よしおか

 睦子
む つ こ

 弁護士 同上 

龍岡
たつおか

 資
すけ

晃
あき

 
学習院大学専門職大学院 
法務研究科(法科大学院)教授 

平成 19年 6月 20日～平成 22年 11月 29日 

富沢
とみさわ

 木
この

実
み

 法政大学地域研究センター客員教授 平成 13年 11月 30日～平成 22年 11月 29日 

※ 職業については、在任期間中のものである。 
 
２．特別委員 

氏名 職業 在任期間 

東海
とうかい

 幹夫
み き お

 青山学院大学経営学部教授 平成 13年 11月 30日～平成 14年 12月 25日 

藤本
ふじもと

 博史
ひろふみ

 裁判官 平成 13年 11月 30日～平成 17年 10月 7日 

濱
はま

谷
たに

 和生
か ず お

 

(土佐
と さ

) 
(注)「土佐」は通称 

甲南大学法学部教授 平成 13年 11月 30日～平成 17年 11月 29日 

浅井
あ さ い

 澄子
す み こ

 大妻女子大学社会情報学部准教授 平成 13年 11月 30日～平成 19年 11月 29日 

藤原
ふじわら

 宏
ひろ

高
たか

 弁護士 同上 

尾畑
お ば た

  裕
ひろし

 一橋大学大学院商学研究科教授 平成 15年 1月 8日～平成 19年 1月 7日 

平成 19年 2月 16日～平成 19年 11月 29日 

和久井
わ く い

 理子
ま さ こ

 大阪市立大学大学院法学研究科准教授 平成 17年 11月 30日～平成 19年 11月 29日 

瀬崎
せ ざ き

  薫
かおる

 
東京大学空間情報科学研究センター 
准教授 平成 13年 11月 30日～平成 21年 11月 29日 

長谷部
は せ べ

 由起子
ゆ き こ

 
学習院大学専門職大学院 
法務研究科(法科大学院)教授 

同上 

山本
やまもと

 和彦
かずひこ

 一橋大学大学院法学研究科教授 平成 21年 11月 30日～平成 22年 12月 2日 

※ 職業については、在任期間中のものである。 
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○事務局概要 
 
電気通信紛争処理委員会には、電気通信事業法第１５２条の規定によりその事務をするための事務局

が設置されており、事務局長、参事官、紛争処理調査官等の職員が置かれている。これらの職員は、委

員長の命を受けて職務を遂行し、事務局長は、その中で局務を掌理する。 

事務局には、事業者相談窓口を設け、電気通信事業者、コンテンツ配信事業等16を営む者、ケーブル

テレビ事業者等17、基幹放送事業者などからの事業者間の紛争に関する相談に応じ、アドバイスや参考

情報の提供を行っている。 

 

所在地   〒100－8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合同庁舎第 2号館 4階 

交通(地下鉄) 丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関」駅下車（地下Ａ２出口） 徒歩約１分 

有楽町線「桜田門」駅下車 徒歩約３分 
 

【電気通信紛争処理委員会事務局の位置】 

 
 

【中央合同庁舎第２号館４階フロア図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜 田 通 り 
 
 

桜田通り（国道 1号線） 

※ 地下１階又は１階のエレベータホールＡからエレベータにて連絡 

 
                                                   
16 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置すること

なく提供する電気通信事業（電気通信事業法第 164条第 1項第 3号） 
17 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者（登録一般放送事業者については、指定再

放送事業者に限る。）（放送法第 142条第 1項） 

エレベータホール Ⓐ 

警
視
庁
側 

外
務
省
側 

廊下 廊下 

廊下 廊下 

    

  
潮 

見 

坂 

 
吹 抜 

WC 

EV EV EV 

EV EV 

WC 

EV 

北 

事業者相談窓口 

（電気通信紛争処理委員会事務局） 
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○活動状況 

 １ 処理等件数の概要 
 

あっせん申請 処理終了 

５１ ５１ 
 （合意により解決 ３１） 

 （合意に至らず申請取下げ １６） 

 （あっせん打切り  １） 

 （あっせん不実行  ３） 

  

 

仲裁申請 処理終了 

３ ３ 
 （仲裁判断  ０） 

 （仲裁不実行 ３） 

 

 

諮 問 答 申 

８ ８ 
 
 

 

   

 

 

参考（年度別処理等件数） 

 
（注１）相談件数は、１８年度以降のもののみ掲載。 
（注２）同一案件に係る複数回の相談（電話・メール・来訪等）を含む。 

 総務大臣への勧告 

 ３ 

（平成 23 年 3 月 31 日現在） 
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 ２ 種類別内訳 

 

 あっせん 仲裁 諮問 計 

① 接続の諾否 ５  ２ ７ 

② 接続に関する費用負担 ３５ ２  ３７ 

③ 接続協定の細目 ２  ２ ４ 

④ 接続に必要な工事 １ １  ２ 

⑤ 接続に必要な工作物の利用（コロケーション） ５   ５ 

⑥ 電気通信役務の提供に関する契約の取次ぎ １   １ 

⑦ 電気通信役務の提供のための設備の利用・運用 ２   ２ 

⑧ 業務改善命令   ３ ３ 

⑨ 土地等の使用に関する協議認可   １ １ 

計 ５１ ３ ８ ６２ 

 

 

参考（あっせんの紛争内容・結果別内訳） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「合意により解決」は、当事者間の協議により解決した事件 11 件及びあっせん案の受諾により解決した事件 20件の合計。 

合意により解決31件
（60.8％）

合意に至らず申請取下げ
・打切り

17件（33.3%）

あっせん
不実行

3件（5.9%）

電気通信役務の提供のための
設備の利用・運用　2件(3.9%)

接続に必要な工事　1件(2.0%) 電気通信役務の提供に関する契約の
取次ぎ　1件(2.0%)

接続協定の細目　2件(3.9%)

接続に必要な工作物の利用　5件(9.8%)

接続の諾否　5件(9.8%)

接続に関する費用負担　35件( 68.6%)
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○窓口一覧 

（総務省本省） 

所在地 〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合同庁舎第２号館 

 

内 容 担当部署 連絡先 

○ 事業者間の紛争に関する一

般的な相談 

（あっせん・仲裁の制度・手続

に関する説明のほか、紛争処理

に関する法令・事例等の情報提

供や紛争解決に向けた助言な

ども行っています。） 

事業者相談窓口 

（電気通信紛争処理委員会 

事務局） 

電 話：03-5253-5500 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5197 

e-mail：soudan@ml.soumu.go.jp 

   

内 容 担当部署 連絡先 

○ 電気通信事業法又は電波法

関係のあっせん・仲裁の申請 

総合通信基盤局 

総務課 

電 話：03-5253-5827 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5830 

○ 放送法関係のあっせん・仲裁

の申請 

情報流通行政局 

総務課 

電 話：03-5253-5711 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5714 

○ 接続協定等に関する協議命

令の申立て又は細目の裁定の

申請 

（電気通信事業法関係） 

総合通信基盤局 

料金サービス課 又は 

データ通信課 

【料金サービス課】 

電 話：03-5253-5842 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5848 

【データ通信課】 

電 話：03-5253-5852 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5855 

○ 土地等の使用に関する協議

認可又は裁定の申請 

○ 線路の移転その他支障の除

去に関する裁定の申請 

 （電気通信事業法関係） 

総合通信基盤局 

事業政策課 

電 話：03-5253-5835 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5838 

○ 電気通信事業法第１７２条

の規定による意見の申出 

【申出人が電気通信事業者の

場合】 

総合通信基盤局 

総務課 

電 話：03-5253-5827 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5830 

【申出人が電気通信事業者で

ない場合】 

総合通信基盤局 

消費者行政課 

電 話：03-5253-5488 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5253-5948 
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（総合通信局及び沖縄総合通信事務所） 

総合通信局等 申請等の窓口 管轄区域 
北海道総合通信局 
 
〒060－8795  
札幌市北区 
北八条西 2－1－1 
札幌第一合同庁舎 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 

電話：(011)709-2311(内線 4703) 
FAX：(011)709-2482 

北海道 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
情報通信部有線放送課 
電話：(011)709-2311(内線 4671) 
FAX：(011)708-5151 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(011)709-2311(内線 4604) 
FAX：(011)709-2481 

東北総合通信局 
 
〒980－8795  
仙台市青葉区 
本町 3－2－23 
仙台第二合同庁舎 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(022)221-0630 
FAX：(022)221-0613 

青森、岩手、

宮城、秋田、

山形、福島 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
放送部有線放送課 

電話：(022)221-0704 
FAX：(022)221-1808 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(022)221-0602 
FAX：(022)221-0612 

関東総合通信局 
 
〒102－8795  
千代田区 
九段南 1－2－1 
九段第三合同庁舎 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 

電話：(03)6238-1671 
FAX：(03)6238-1698 

茨城、栃木、

群馬、埼玉、

千葉、東京、

神奈川、山梨 
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■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
放送部有線放送課 

電話：(03)6238-1723 
FAX：(03)6238-1719 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(03)6238-1623 
FAX：(03)6238-1629 

信越総合通信局 
 
〒380－8795  
長野市旭町 1108  
長野第一合同庁舎 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(026)234-9948 
FAX：(026)234-9999 

新潟、長野 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
情報通信部放送課 

電話：(026)234-9993 
FAX：(026)234-9999 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(026)234-9963 
FAX：(026)234-9969 

北陸総合通信局 
 
〒920－8795 
金沢市広坂 2－2－60 
金沢広坂合同庁舎 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(076)233-4422 
FAX：(076)233-4499 

富山、石川、

福井 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
情報通信部放送課 

電話：(076)233-4493 
FAX：(076)233-4499 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
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電話：(076)233-4412 
FAX：(076)233-4419 

東海総合通信局 
 
〒461－8795  
名古屋市東区 
白壁 1－15－1 
名古屋合同庁舎第 3 号

館 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(052)971-9403 
FAX：(052)971-3581 

岐阜、静岡、

愛知、三重 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
放送部有線放送課 

電話：(052)971-9136 
FAX：(052)971-9394 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(052)971-9105 
FAX：(052)971-9393 

近畿総合通信局 
 
〒540－8795  
大阪市中央区 
大手前 1－5－44 
大阪合同庁舎第 1 号館 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(06)6942-8519 
FAX：(06)6942-0609 

滋賀、京都、

大阪、兵庫、

奈良、和歌山 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
放送部有線放送課 

電話：(06)6942-8571 
FAX：(06)6942-7622 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(06)6942-8505 
FAX：(06)6942-1849 

中国総合通信局 
 
〒730－8795  
広島市中区 
東白島町 19－36 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(082)222-3378 
FAX：(082)502-8152 

鳥取、島根、

岡山、広島、

山口 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
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■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
放送部有線放送課 
電話：(082)222-3389 
FAX：(082)502-8153 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(082)222-3304 
FAX：(082)221-0075 

四国総合通信局 
 
〒790－8795  
松山市宮田町 8－5 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(089)936-5042 
FAX：(089)936-5014 

徳島、香川、

愛媛、高知 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
情報通信部放送課 

電話：(089)936-5039 
FAX：(089)936-5014 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(089)936-5011 
FAX：(089)936-5007 

九州総合通信局 
 
〒860－8795  
熊本市春日 2-10-1 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信部電気通信事業課 
電話：(096)326-7824 
FAX：(096)326-7829 

福岡、佐賀、

長崎、熊本、

大分、宮崎、

鹿児島 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
放送部有線放送課 

電話：(096)326-7878 
FAX：(096)326-7867 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務部総務課 
電話：(096)326-7806 
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FAX：(096)356-3523 
沖縄総合通信事務所 
 
〒900－8795 
那覇市東町 26－29 

■電気通信事業法関係のあっせん・仲裁の申請 
■接続協定等に関する協議命令の申立て又は裁定の申請 
■電気通信事業法第１７２条の規定による意見の申出 
 
情報通信課電気通信事業担当 
電話：(098)865-2302 
FAX：(098)865-2311 

沖縄 

■地上基幹放送の再放送の同意に関するあっせん・仲裁の申請 
■地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定の申請 
 
情報通信課放送担当 

電話：(098)865-2307 
FAX：(098)865-2311 

■無線局の開設・変更に当たっての混信等の妨害防止のために

必要な措置に係る契約に関するあっせん・仲裁の申請 
 
総務課総務担当 

電話：(098)865-2300 
FAX：(098)865-2311 
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法令－ 1 

○
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）（
抄
） 

  

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
電
気
通
信
事
業
の
公
共
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
運
営
を
適
正

か
つ
合
理
的
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
公
正
な
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
を
確
保
す
る
と
と
も
に
そ
の
利
用
者
の
利
益
を

保
護
し
、
も
つ
て
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
及
び
国
民
の
利
便
の
確
保
を
図
り
、
公

共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

電
気
通
信 

有
線
、
無
線
そ
の
他
の
電
磁
的
方
式
に
よ
り
、
符
号
、
音
響
又
は 

 
 

影
像
を
送
り
、
伝
え
、
又
は
受
け
る
こ
と
を
い
う
。 

 

二 

電
気
通
信
設
備 

電
気
通
信
を
行
う
た
め
の
機
械
、
器
具
、
線
路
そ
の
他
の
電

気
的
設
備
を
い
う
。 

 

三 

電
気
通
信
役
務 

電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
他
人
の
通
信
を
媒
介
し
、
そ
の
他

電
気
通
信
設
備
を
他
人
の
通
信
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 

四 

電
気
通
信
事
業 

電
気
通
信
役
務
を
他
人
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
に
提
供
す
る

事
業
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
役
務
に
係
る
事
業
を
除
く
。）
を
い
う
。 

 

五 

電
気
通
信
事
業
者 

電
気
通
信
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
い
て
、
第
九
条
の
登
録

を
受
け
た
者
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
い
う
。 

 

六 

電
気
通
信
業
務 

電
気
通
信
事
業
者
の
行
う
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を

い
う
。 

  

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
契
約
約
款
） 

第
十
九
条 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す

る
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
（
第
五
十
二
条
第
一

項
又
は
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
べ
き
技
術
的
条
件

に
係
る
事
項
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
除
く
。）
に
つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
当
該
電
気

通
信
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
契
約
約
款
を
変
更
す
べ
き
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

料
金
の
額
の
算
出
方
法
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

二 

電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
利
用
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
並
び
に
電
気
通
信

設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
が
適
正
か
つ

明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

三 

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

四 

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

五 

重
要
通
信
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
と

き
。 

 

六 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
他
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
た
め
、
利
用
者

の
利
益
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

３
・
４ 

（
略
） 

  

（
指
定
電
気
通
信
役
務
の
保
障
契
約
約
款
） 

第
二
十
条 
指
定
電
気
通
信
役
務
（
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電

気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
代
わ
る
べ
き
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電
気
通
信
役
務
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
つ
て
十
分
に
提
供
さ
れ
な
い
こ
と
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の

適
正
な
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
基
づ
く
提
供
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
利
用
者

の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
提
供
す
る
指
定
電

気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
（
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
七

十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
る
べ
き
技
術
的
条
件
に
係
る
事
項

及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
除
く
。
第
五
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い

て
同
じ
。）
に
つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

指
定
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
で
あ
る
電
気
通
信
役
務

に
つ
い
て
は
、
前
項
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
（
次
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
（
以
下
「
保
障
契
約
約
款
」
と
い
う
。
）

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
電
気
通
信
役
務
を

提
供
す
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
保
障
契
約

約
款
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

料
金
の
額
の
算
出
方
法
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

二 

電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
利
用
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
並
び
に
電
気
通
信

設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
が
適
正
か
つ

明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

三 

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

四 

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

五 

重
要
通
信
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
い
と

き
。 

 

六 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
他
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
た
め
、
利
用
者

の
利
益
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

４
～
６ 

（
略
） 

 
 

 

（
特
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
） 

第
二
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
指
定
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容
、
利
用
者
の
範
囲
等
か
ら
み

て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
特
定
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
料
金
に
つ
い
て
、
総
務
省
令

で
定
め
る
特
定
電
気
通
信
役
務
の
種
別
ご
と
に
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適

正
な
原
価
及
び
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
を
考
慮
し
て
、
通
常
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
水
準
の
料
金
を
料
金
指
数
（
電
気
通
信
役
務
の
種
別
ご
と
に
、

料
金
の
水
準
を
表
す
数
値
と
し
て
、
通
信
の
距
離
及
び
速
度
そ
の
他
の
区
分
ご
と
の

料
金
額
並
び
に
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
通
信
量
、
回
線
数
等
を
基
に
総
務
省
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
数
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
定
め
、
そ
の
料

金
指
数
（
以
下
「
基
準
料
金
指
数
」
と
い
う
。）
を
、
そ
の
適
用
の
日
の
総
務
省
令
で

定
め
る
日
数
前
ま
で
に
、
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

特
定
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
特
定
電
気
通
信
役
務
に

関
す
る
料
金
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
後
の
料
金
の
料
金

指
数
が
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
に
係
る
基
準
料
金
指
数
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
第
十
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
基
準
料
金
指
数
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以
下
の
料
金
指
数
の
料
金
に
よ
り
難
い
特
別
な
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請
に

係
る
変
更
後
の
料
金
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

同
項
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

料
金
の
額
の
算
出
方
法
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

 

二 

特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
他
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
た
め
、
利
用
者

の
利
益
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
基
準
料
金
指
数
の
適
用
後
に
お
い
て
、
当
該
基
準
料
金
指
数
が
適

用
さ
れ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
料
金
指
数
が
当
該
基
準
料
金
指
数

を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
当
該
基
準
料
金
指
数
以
下
の
料
金
指
数
の
料
金
に
よ
り
難

い
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
を
除
き
、
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
特
定
電
気
通
信
役
務

に
関
す
る
料
金
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

５
～
７ 

（
略
） 

  

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

第
二
十
六
条 

電
気
通
信
事
業
者
及
び
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
電

気
通
信
事
業
者
等
」
と
い
う
。）
は
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

（
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。）
と
国
民
の
日
常
生
活
に
係
る
も
の
と
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
、

取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
に
つ
い
て
、

そ
の
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
苦
情
等
の
処
理
） 

第
二
十
七
条 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
前
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に

係
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
の
方
法
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す

る
同
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
の
利
用
者
（
電
気
通
信
役

務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
み
、
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
者
を
除
く
。

第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
適

切
か
つ
迅
速
に
こ
れ
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
業
務
の
改
善
命
令
） 

第
二
十
九
条 

総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、

電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
利
用
者
の
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
業
務
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
の
方
法
に
関
し
通
信
の
秘
密
の
確
保
に
支
障
が
あ
る

と
き
。 

 

二 

電
気
通
信
事
業
者
が
特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
行
つ
て
い
る

と
き
。 

 

三 

電
気
通
信
事
業
者
が
重
要
通
信
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
し
て
い

な
い
と
き
。 

 

四 

電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
又
は

指
定
電
気
通
信
役
務
（
保
障
契
約
約
款
に
定
め
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
よ

り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。）
に
関
す
る
料
金
に
つ
い
て
そ
の
額
の
算
出
方
法
が
適
正
か
つ
明
確
で
な
い
た

め
、
利
用
者
の
利
益
を
阻
害
し
て
い
る
と
き
。 

 

五 
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供

条
件
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ

り
、
そ
の
他
社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
た
め
、
利

用
者
の
利
益
を
阻
害
し
て
い
る
と
き
。 
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六 

電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
（
料
金
を

除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
利
用
者

の
責
任
に
関
す
る
事
項
並
び
に
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に

関
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法
が
適
正
か
つ
明
確
で
な
い
た
め
、
利
用
者
の
利
益
を

阻
害
し
て
い
る
と
き
。 

 

七 

電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
が
電
気
通

信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

八 

事
故
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
電
気
通
信

事
業
者
が
そ
の
支
障
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
修
理
そ
の
他
の
措
置
を
速
や
か

に
行
わ
な
い
と
き
。 

 

九 

電
気
通
信
事
業
者
が
国
際
電
気
通
信
事
業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束

に
よ
り
課
さ
れ
た
義
務
を
誠
実
に
履
行
し
て
い
な
い
た
め
、
公
共
の
利
益
が
著
し

く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

 

十 

電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
設
備
の
接
続
、
共
用
又
は
卸
電
気
通
信
役
務
（
電

気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
の
提
供
に
つ
い
て
特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
を
行
い
そ
の
他
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
し
不
当
な
運
営
を
行
つ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
た
め
、

公
共
の
利
益
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

 

十
一 

電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
な
く
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電

気
通
信
事
業
の
経
営
に
よ
り
こ
れ
と
電
気
通
信
役
務
に
係
る
需
要
を
共
通
と
す
る

電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の

当
該
需
要
に
係
る
電
気
通
信
回
線
設
備
の
保
持
が
経
営
上
困
難
と
な
る
た
め
、
公

共
の
利
益
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

 

十
二 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
事
業
者
の
事
業
の
運
営
が
適
正

か
つ
合
理
的
で
な
い
た
め
、
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
又
は
国
民
の
利
便
の
確
保

に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
電
気
通
信
事
業
者
等
が
第
二
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は

当
該
電
気
通
信
事
業
者
等
に
対
し
、
又
は
電
気
通
信
事
業
者
が
第
二
十
七
条
の
規
定

に
違
反
し
た
と
き
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
利
用
者
の
利
益
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
業
務
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
禁
止
行
為
等
） 

第
三
十
条 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い

て
、
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に

係
る
最
近
一
年
間
に
お
け
る
収
益
の
額
の
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域

と
同
一
の
区
域
内
に
お
け
る
す
べ
て
の
同
種
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係

る
当
該
一
年
間
に
お
け
る
収
益
の
額
を
合
算
し
た
額
に
占
め
る
割
合
が
総
務
省
令
で

定
め
る
割
合
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
割
合
の
推
移
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
を
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一 
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得

た
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
を
当
該
業
務
の

用
に
供
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
、
特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
不
当
に
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優
先
的
な
取
扱
い
を
し
、
若
し
く
は
利
益
を
与
え
、
又
は
不
当
に
不
利
な
取
扱
い

を
し
、
若
し
く
は
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
。 

 

三 
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（
第
百
六
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事

業
を
営
む
者
を
含
む
。）
又
は
電
気
通
信
設
備
の
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
に

対
し
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
、
不
当
に
規
律
を
し
、
又
は
干
渉
を
す
る
こ
と
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
当
該
行

為
の
停
止
又
は
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
勘
定
科
目
の
分
類
そ
の
他
会

計
に
関
す
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
会
計
を
整
理
し
、
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
収
支

の
状
況
そ
の
他
そ
の
会
計
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 第

三
十
一
条 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
は
、
そ
の
総
株
主
（
株

主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
主
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株

主
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
当
該
電

気
通
信
事
業
者
が
有
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
会
社
」
と
い
う
。
）
、

当
該
電
気
通
信
事
業
者
を
子
会
社
と
す
る
親
法
人
（
同
法
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
親
法
人
の
子
会
社
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
特

定
関
係
事
業
者
」
と
い
う
。）
の
役
員
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。  

２ 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気

通
信
事
業
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。  

一 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
必

要
な
電
気
通
信
設
備
の
設
置
若
し
く
は
保
守
、
土
地
及
び
こ
れ
に
定
着
す
る
建
物

そ
の
他
の
工
作
物
の
利
用
又
は
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
、
特
定
関
係
事
業
者
に
比

し
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。  

二 

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
そ

の
他
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
の
業
務
の
受
託
に
つ
い
て
、
特
定
関
係
事
業
者

に
比
し
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
不
利
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
。  

３ 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気

通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
業
務
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

子
会
社
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
委
託
に
係
る
業
務
に
関
し
前
条
第
三
項
各
号

に
掲
げ
る
行
為
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
た
だ
し
書
の
理
由
が
あ
る
と

き
に
お
い
て
行
わ
れ
る
行
為
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、

当
該
委
託
を
受
け
た
子
会
社
に
対
し
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
及
び
そ
の
一
若
し
く
は
二
以

上
の
子
会
社
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
子
会
社
が
そ
の

総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決
権
の
過
半
数
を
有
す
る
他
の
会
社
は
、
当
該
電
気
通
信

事
業
者
の
子
会
社
と
み
な
す
。  

４ 
総
務
大
臣
は
、
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
つ
て
い
る
と
認
め

る
と
き
、
又
は
前
項
前
段
の
委
託
を
受
け
た
子
会
社
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
当

該
電
気
通
信
事
業
者
の
子
会
社
と
み
な
さ
れ
た
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）
が
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
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為
を
行
つ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
行
為
の
停
止
若
し
く
は
変
更
を
命
じ
、
又
は
当
該
委
託
を
受
け
た
子
会
社

に
よ
る
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を

停
止
さ
せ
、
若
し
く
は
変
更
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。  

５ 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気

通
信
事
業
者
は
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
の
適
正
な
競
争
関
係
を
確
保
す
る

た
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情

報
を
適
正
に
管
理
し
、
か
つ
、
当
該
接
続
の
業
務
の
実
施
状
況
を
適
切
に
監
視
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

６ 

前
項
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含

む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
（
こ
れ
と
一
体

と
し
て
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
含
む
。）
の
設
置
、
管
理
及
び
運
営
並
び
に

こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
専
任
の
部
門
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
設

備
部
門
」
と
い
う
。）
を
置
く
こ
と
。  

二 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
管
理

責
任
者
を
設
備
部
門
に
置
く
こ
と
。  

三 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
部
門
を

設
備
部
門
と
は
別
に
置
く
こ
と
。 

７ 

第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気

通
信
事
業
者
は
、
毎
年
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
項
、
第
三
項

及
び
第
五
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
関
し
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
電
気
通
信
回
線
設
備
と
の
接
続
） 

第
三
十
二
条 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
他
の
電
気
通

信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
そ
の
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
べ
き

旨
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

 

二 

当
該
接
続
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
。 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
総
務
省
令
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

き
。 

  

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
） 

第
三
十
三
条 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
全
国
の
区
域
を

分
け
て
電
気
通
信
役
務
の
利
用
状
況
及
び
都
道
府
県
の
区
域
を
勘
案
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
そ
の
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
移
動
端
末
設
備

（
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
る
も

の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設

備
の
う
ち
同
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
伝
送
路
設

備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
の
、
当
該
区
域
内
に
設
置
さ
れ
る
す
べ
て
の
同
種
の
伝
送

路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
の
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合

を
超
え
る
も
の
及
び
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
こ
れ
と
一
体
と

し
て
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
総
体
を
、
他

の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
が
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
電

気
通
信
の
総
合
的
か
つ
合
理
的
な
発
達
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
電
気
通
信
設
備
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
第
一
種
指
定
電
気
通
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信
設
備
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
当
該
第
一

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
接
続
料
」
と
い
う
。）
及
び
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信

設
備
と
の
接
続
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条
件
、
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定

め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
そ
の
他
の
接
続
の
条
件
（
以
下
「
接
続
条
件
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
接
続
約
款
を
定
め
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
認
可
を
受
け
る
べ
き
接
続
約
款
に
定
め
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件
で
あ
つ

て
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
利
用
者
の
利
便
の
向
上
及
び
電
気
通
信
の
総
合
的
か
つ
合

理
的
な
発
達
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
少
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
可
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
（
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
六
項
、
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
同

じ
。）
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
二
項
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
に
掲
げ
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

イ 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
が
技
術
的
及
び

経
済
的
に
可
能
な
接
続
箇
所
の
う
ち
標
準
的
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条
件 

ロ 

総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
ご
と
の
接
続
料 

ハ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
こ
れ
と
そ

の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項 

ニ 

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の

接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項 

二 

接
続
料
が
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
算
定
す
る
も
の
と
し

て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
原
価
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

接
続
条
件
が
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が

そ
の
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
自
己
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
と

し
た
場
合
の
条
件
に
比
し
て
不
利
な
も
の
で
な
い
こ
と
。 

四 

特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
。 

５ 

前
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法(

同
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め

る
機
能
の
う
ち
、
高
度
で
新
し
い
電
気
通
信
技
術
の
導
入
に
よ
つ
て
、
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
よ
る
当
該
機
能
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
効
率

化
が
相
当
程
度
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
に

係
る
接
続
料
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。)

は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

通
常
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
で
新
し
い
電
気
通
信
技
術
を
利
用
し
た
効
率
的
な

も
の
と
な
る
よ
う
に
新
た
に
構
成
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
第
一
種
指
定
電
気

通
信
設
備
と
の
接
続
に
よ
り
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
よ
つ
て
提
供
さ
れ

る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
通
信
量
又
は
回
線
数
の
増
加
に
応
じ
て
増
加
す
る
こ
と
と

な
る
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
係
る
費
用
を
勘
案
し
て
原
価
を
算
定
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
接
続
約
款
で
定
め
る
接
続
料
が
第
四
項

第
二
号
に
規
定
す
る
原
価
に
照
ら
し
て
不
適
当
と
な
つ
た
た
め
又
は
当
該
接
続
約
款

で
定
め
る
接
続
条
件
が
社
会
的
経
済
的
事
情
の
変
動
に
よ
り
著
し
く
不
適
当
と
な
つ

た
た
め
公
共
の
利
益
の
増
進
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
種
指
定
電
気

通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
接

続
約
款
の
変
更
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
設
置
す
る

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件
で
あ
つ
て
、

第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
接
続
約
款
を
定
め
、
そ
の
実
施
前
に
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総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 

８ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
（
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
で
定
め
る
接
続
料
又
は
接
続
条
件
が
公

共
の
利
益
の
増
進
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備

を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
接
続
約
款
を

変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
認
可
を
受
け
又
は
第
七
項
（
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認

可
接
続
約
款
等
」
と
い
う
。）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に

お
い
て
、
そ
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
協
定
を

締
結
し
、
又
は
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。  

10 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
接
続
約
款
等
に
よ
り
難
い
特
別
な
事
情
が
あ

る
と
き
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務

大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
認
可
接
続
約
款
等
で
定
め
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件

と
異
な
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件
（
第
二
項
に
規
定
す
る
接
続
料
及
び
接
続
条
件
に

該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
第
四
項
各
号
（
第
一
号
イ
及
び
ロ
を
除
く
。）
の
い
ず

れ
に
も
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。）
の
そ
の
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
と
の
接
続
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

11 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
可
接
続
約
款
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

12 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
第
四
項

第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
ご
と
に
、
通
信
量
又
は
回
線
数
そ
の
他
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
（
第
十
四
項
に
お
い
て
「
通
信
量
等
」
と
い
う
。）
を
記
録
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

13 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
会
計
を
整

理
し
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
き
当
該
接
続
に
関
す
る
収
支
の
状
況
そ
の
他
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

14 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
五
項
に
規
定

す
る
接
続
料
に
あ
つ
て
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
後
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
、
そ
れ
以
外
の
接
続
料
に
あ
つ
て
は

前
項
の
規
定
に
よ
り
毎
事
業
年
度
の
会
計
を
整
理
し
た
と
き
に
、
通
信
量
等
の
記
録

及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
の
整
理
の
結
果
に
基
づ
き
第
四
項
第
二
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
原
価
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
と
す
る
た

め
に
、
接
続
料
を
再
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

15 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
他
の
電
気
通
信

事
業
者
が
そ
の
電
気
通
信
設
備
と
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
円
滑
に

行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

16
～
18 

（
略
）  

 
 

 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
） 

第
三
十
四
条 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
端
が
特

定
移
動
端
末
設
備
（
総
務
省
令
で
定
め
る
移
動
端
末
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。）
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
の
う
ち
同
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が
設

置
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の

数
の
、
そ
の
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
と
同
一
の
区

域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動

端
末
設
備
の
数
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
が
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
を
超
え
る
も
の

及
び
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
設
置
す
る

電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
総
体
を
、
他
の
電
気
通
信
事

業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続
を
確
保
す
べ
き
電
気
通
信
設
備
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と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
第
二
種
指
定
電
気
通

信
設
備
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通

信
設
備
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
当
該
第
二

種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
及
び
接

続
条
件
に
つ
い
て
接
続
約
款
を
定
め
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
（
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者

に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
、
当
該
接
続
約
款
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
こ
れ
と
そ
の

電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項
が
適

正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

二 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条

件
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

三 

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
が
適
正
か
つ

明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
。 

 

四 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金

額
が
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の

を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

五 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
条
件
を
付
す
も
の
で
あ
る
と
き
。 

 

六 

特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る

と
き
。 

４ 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
二
項
（
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の

規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の

間
に
お
い
て
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
、

又
は
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。  

５ 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
接
続
約
款
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
会
計
を
整

理
し
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
き
当
該
接
続
に
関
す
る
収
支
の
状
況
そ
の
他
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

７
・
８ 

（
略
） 

 
 

 

（
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
命
令
等
） 

第
三
十
五
条 

総
務
大
臣
は
、
電
気
通
信
事
業
者
が
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
当

該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
と
当
該
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
当
該
協
議
が
調
わ

な
か
つ
た
場
合
で
、
当
該
協
定
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
申
立

て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
三
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と

き
及
び
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
が
さ
れ
て
い
る
と
き
を

除
き
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
協
議
の
開
始
又
は
再
開
を
命
ず

る
も
の
と
す
る
。 

２ 
総
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、

そ
の
一
方
が
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
他
の
一
方
が
そ
の
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
当
該
協
議
が
調
わ
な
か
つ
た
場

合
で
、
当
該
一
方
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
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の
接
続
が
公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
が
さ
れ

て
い
る
と
き
を
除
き
、
他
の
一
方
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
協
議
の
開
始

又
は
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若

し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
接
続
条
件
そ
の
他
協
定
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間

の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
に
接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
大
臣
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
接
続

条
件
そ
の
他
協
定
の
細
目
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当

事
者
は
、
総
務
大
臣
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
他
の
当
事
者
に
通
知
し
、
期
間
を
指
定
し
て
答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

総
務
大
臣
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
裁
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

従
い
、
当
事
者
間
に
協
議
が
調
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

８ 

第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
う
ち
当
事
者
が
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額

に
つ
い
て
不
服
の
あ
る
者
は
、
そ
の
裁
定
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら
六
月
以

内
に
、
訴
え
を
も
つ
て
そ
の
金
額
の
増
減
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
他
の
当
事
者
を
被
告
と
す
る
。 

10 

第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が

取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
に
つ
い
て
の
不
服
を
そ
の
裁
定
の
不
服
の
理
由
と

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
の
変
更
又
は
追
加
に
関
す
る
計
画
） 

第
三
十
六
条 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
機
能
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）
の
変
更

又
は
追
加
の
計
画
を
有
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

計
画
を
当
該
工
事
の
開
始
の
日
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
数
前
ま
で
に
総
務
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
届
け
出
た
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も

同
様
と
す
る
。 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
届

け
出
た
計
画
の
実
施
に
よ
り
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
第
一
種
指

定
電
気
通
信
設
備
と
の
円
滑
な
接
続
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、

そ
の
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

（
電
気
通
信
設
備
等
の
共
用
に
関
す
る
命
令
等
） 

第
三
十
八
条 

総
務
大
臣
は
、
電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
そ
の
一
方
が
電
気
通
信

設
備
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
（
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信
設
備
を

設
置
す
る
た
め
に
使
用
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
共
用

に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
一
方
が
そ
の
協
議
に

応
じ
ず
又
は
当
該
協
議
が
調
わ
な
か
つ
た
場
合
で
、
当
該
一
方
の
電
気
通
信
事
業
者

か
ら
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
共
用
が
公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
た

め
に
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
五
十
六
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
が
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さ
れ
て
い
る
と
き
を
除
き
、
他
の
一
方
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
協
議
の

開
始
又
は
再
開
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
三
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通

信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
接
続
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
の
条
件
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
電
気
通
信
設
備
に
接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
電
気
通
信
事
業
者
と
協
定
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
」
と
、「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」

と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
の
準
用
） 

第
三
十
九
条 

第
三
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五

条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
接
続
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
条
件
」
と
、
同
条

第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
協
定
」
と
あ
る
の
は
「
契
約
」
と
、

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
電
気
通
信
設
備
に
接
続
す
る
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
」

と
あ
る
の
は
、
「
電
気
通
信
事
業
者
と
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
」
と
、
「
第
百
五

十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

五
十
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第
一
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
そ
の

共
用
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
提
供
」
と
、「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
六
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
の
認
定
）  

第
百
十
七
条 

電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通

信
事
業
を
営
む
電
気
通
信
事
業
者
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、

次
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り
、
そ
の
電
気
通

信
事
業
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名  

二 

申
請
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
業
務
区
域  

三 

申
請
に
係
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要  

３ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
事
業
計
画
書
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
提
供
義
務
） 

第
百
二
十
一
条 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
認
定
電
気

通
信
事
業
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当

該
認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
利
用
者
の
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
業
務
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
土
地
等
の
使
用
権
） 

第
百
二
十
八
条 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
線

路
及
び
空
中
線
（
主
と
し
て
一
の
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む
。）
又
は
建

物
内
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
構
内
等
」
と
い
う
。）
に
い
る
者
の
通
信
の
用
に
供

す
る
た
め
当
該
構
内
等
に
設
置
す
る
線
路
及
び
空
中
線
に
つ
い
て
は
、
公
衆
の
通
行

し
、
又
は
集
合
す
る
構
内
等
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。）
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設

備
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
線
路
」
と
総
称
す
る
。）
を
設
置
す
る
た
め
他
人
の
土

地
及
び
こ
れ
に
定
着
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
七
十
三
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
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二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産
そ

の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
（
第
四
項
に
お
い
て
「
行
政
財
産
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
き
は
、

総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
土
地
等
の
所
有
者
（
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基

づ
き
そ
の
土
地
等
を
使
用
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
所
有
者
。
以
下

同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
土
地
等
を
使
用
す
る
権
利
（
以
下
「
使
用
権
」
と
い
う
。
）

の
設
定
に
関
す
る
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
項
の
存
続
期
間
が
満
了
し

た
後
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
延
長
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
認
可
は
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
土
地
等
の
利
用
を
著
し
く
妨
げ

な
い
限
度
に
お
い
て
使
用
す
る
場
合
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
他
の
法
律

に
よ
つ
て
土
地
等
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ

て
い
る
土
地
等
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
の
た
め
の
土
地
等
の
利
用
を
妨
げ
な
い
限
度

に
お
い
て
利
用
す
る
場
合
に
限
り
、
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
あ
つ
て
は
線
路
を
支

持
す
る
た
め
に
利
用
す
る
場
合
に
限
る
。 

３ 

第
一
項
の
使
用
権
の
存
続
期
間
は
、
十
五
年
（
地
下
ケ
ー
ブ
ル
そ
の
他
の
地
下
工

作
物
又
は
鉄
鋼
若
し
く
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
地
上
工
作
物
の
設
置
を
目
的
と
す
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
五
十
年
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
協
議
又
は
第
百
三
十
二

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
裁
定
に
お
い
て
こ
れ
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
土
地
等
の
所
有
者
（
そ
の
土
地
等
が
行
政
財
産
等
に
定
着

す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
政
財
産
等
を
管
理
す
る
者
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
含
む
。
次
項
並
び
に
第
百
三
十
条
第
一
項
及
び
第
百
三

十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
そ
の
土
地
等
の
所
有

者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
の
協
議
が
調
つ
た
場
合
に
は
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
及
び
土
地
等
の
所

有
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
協
議
に
お
い
て
定
め
た
事
項

を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
認
定
電
気
通

信
事
業
者
が
そ
の
土
地
等
の
使
用
権
を
取
得
し
、
又
は
当
該
使
用
権
の
存
続
期
間
が

延
長
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
及
び
土
地
等
の
所
有
者
は
、
そ
の
合
意
に
よ
り
、
使
用
権

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
裁
定
の
申
請
） 

第
百
二
十
九
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定

め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
土
地
等
の
使
用
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
裁
定
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
認
可
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
と

き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
使
用
権
の
存
続
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
前
項
の
規
定

に
よ
り
裁
定
を
申
請
し
た
と
き
は
、
そ
の
裁
定
が
あ
る
ま
で
は
、
引
き
続
き
そ
の
土

地
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

（
裁
定
） 

第
百
三
十
条 

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
受
理
し
た

と
き
は
、
三
日
以
内
に
、
そ
の
申
請
書
の
写
し
を
当
該
市
町
村
長
に
送
付
す
る
と
と

も
に
、
土
地
等
の
所
有
者
に
裁
定
の
申
請
が
あ
つ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

市
町
村
長
は
、
前
項
の
書
類
を
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
三
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を

公
告
し
、
公
告
の
日
か
ら
一
週
間
、
こ
れ
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。 

３ 
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
と
き
は
、
公
告
の
日
を
総
務
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
市
町
村
長
」
と
あ
る

の
は
、
特
別
区
の
あ
る
地
に
あ
つ
て
は
「
特
別
区
の
区
長
」
と
、
地
方
自
治
法
第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
「
区
長
」
と
す
る
。 

 

第
百
三
十
一
条 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
土
地
等
の
所

有
者
そ
の
他
利
害
関
係
人
は
、
公
告
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
総
務
大
臣
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
三
十
二
条 

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
期
間
が
経
過
し
た
後
、
速
や
か
に
、
裁
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

使
用
権
を
設
定
す
べ
き
旨
を
定
め
る
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

使
用
権
を
設
定
す
べ
き
土
地
等
の
所
在
地
及
び
そ
の
範
囲 

 

二 

線
路
の
種
類
及
び
数 

 

三 

使
用
開
始
の
時
期 

 

四 

使
用
権
の
存
続
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
期
間 

 

五 

対
価
の
額
並
び
に
そ
の
支
払
の
時
期
及
び
方
法 

３ 

使
用
権
の
存
続
期
間
を
延
長
す
べ
き
旨
を
定
め
る
裁
定
に
お
い
て
は
、
延
長
す
る

期
間
（
延
長
に
際
し
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
は
、
延
長
す
る

期
間
及
び
当
該
変
更
後
の
同
号
に
掲
げ
る
事
項
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
に
規
定
す
る
変
更
後
の
も

の
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
土
地
等
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
収

用
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
裁
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
対
価
の
額
の
基
準
は
、
そ
の
使
用
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損

失
を
償
う
よ
う
に
、
線
路
及
び
土
地
等
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
認
定
電
気
通
信
事
業
者
及
び
土
地
等
の
所
有
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

使
用
権
を
設
定
す
べ
き
旨
を
定
め
る
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
裁
定
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
使
用
開
始
の
時
期
に
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
土
地
等
の

使
用
権
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

使
用
権
の
存
続
期
間
を
延
長
す
べ
き
旨
を
定
め
る
裁
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

使
用
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
裁
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
間
延
長
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。 

８ 

第
三
十
五
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
裁

定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
八
項
及
び
第
十
項

中
「
当
事
者
が
取
得
し
、
又
は
負
担
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
、「
対
価
の
額
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
線
路
の
移
転
等
） 

第
百
三
十
八
条 

使
用
権
に
基
づ
い
て
線
路
が
設
置
さ
れ
て
い
る
土
地
等
又
は
こ
れ
に

近
接
す
る
土
地
等
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
が
変
更
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
線
路
が
土

地
等
の
利
用
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
土
地
等
の
所

有
者
は
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
、
線
路
の
移
転
そ
の
他
支
障
の
除
去
に
必
要
な

措
置
を
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
が
業
務
の
遂
行
上
又
は
技
術
上
著
し
く

困
難
な
場
合
を
除
き
、
同
項
の
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
第
一
項
の
措
置
に
つ
い
て
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
と
土
地
等
の
所
有
者
と
の
間

に
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
認
定
電

気
通
信
事
業
者
又
は
土
地
等
の
所
有
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
総

務
大
臣
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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４ 

第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
並
び
に
第
百
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規

定
は
、
前
項
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

第
一
項
の
措
置
を
す
べ
き
旨
を
定
め
る
裁
定
に
お
い
て
は
、
そ
の
措
置
に
要
す
る

費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
土
地
等
の
所
有
者
が
負
担
す
べ
き
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

６ 

第
一
項
の
措
置
を
す
べ
き
旨
を
定
め
る
裁
定
に
お
い
て
は
、
そ
の
措
置
を
す
べ
き

時
期
（
前
項
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
時
期
並
び
に
土
地
等
の
所
有
者
が
負
担
す

べ
き
費
用
の
額
、
支
払
の
時
期
及
び
支
払
の
方
法
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ

た
と
き
は
、
裁
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
認
定
電
気
通
信
事
業
者
と
土
地
等
の

所
有
者
と
の
間
に
協
議
が
調
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

８ 

第
三
十
五
条
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
の
裁
定
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
八
項
及
び
第
十
項
中
「
当
事
者
が
取
得
し
、

又
は
負
担
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
、「
費
用
の
負
担
の
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

  

（
設
置
及
び
権
限
） 

第
百
四
十
四
条 

総
務
省
に
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。）
を
置
く
。 

２ 

委
員
会
は
、
こ
の
法
律
、
電
波
法
及
び
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ

せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。 

  

（
組
織
） 

第
百
四
十
五
条 

委
員
会
は
、
委
員
五
人
を
も
つ
て
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
二
人
以
内
は
、
常
勤
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

 

（
委
員
長
） 

第
百
四
十
六
条 

委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

２ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
に
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
委
員
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
委
員
の
任
命
） 

第
百
四
十
七
条 

委
員
は
、
電
気
通
信
事
業
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送
の
業
務
に
関
し

て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
総
務
大
臣
が

任
命
す
る
。 

２ 

委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又

は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
総

務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
、
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
得
ら
れ
な
い

と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に
、
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
任
期
） 

第
百
四
十
八
条 

委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で

引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
委
員
の
罷
免
） 

第
百
四
十
九
条 
総
務
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
が
で
き
な
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い
と
認
め
る
場
合
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い

非
行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
罷
免

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
委
員
の
服
務
） 

第
百
五
十
条 

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的

に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
総
務
大
臣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
報
酬

を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を

目
的
と
す
る
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
委
員
の
給
与
） 

第
百
五
十
一
条 

委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

  

（
事
務
局
） 

第
百
五
十
二
条 

委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
事
務
局
を
置
く
。 

２ 

事
務
局
に
、
事
務
局
長
の
ほ
か
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。 

３ 

事
務
局
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。 

  

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
百
五
十
三
条 

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

政
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令 

  

（
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
あ
つ
せ
ん
） 

第
百
五
十
四
条 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
そ
の
一
方
が
電
気
通
信
設
備
の
接

続
に
関
す
る
協
定
の
締
結
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
一
方
が
そ
の
協
議

に
応
じ
ず
、
若
し
く
は
当
該
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
、
又
は
電
気
通
信
設
備
の
接
続

に
関
す
る
協
定
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額

若
し
く
は
接
続
条
件
そ
の
他
協
定
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い

と
き
は
、
当
事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
事
者
が
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し

た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
事
件
が
そ
の
性
質
上
あ
つ
せ
ん
を
す
る
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る

と
き
、
又
は
当
事
者
が
不
当
な
目
的
で
み
だ
り
に
あ
つ
せ
ん
の
申
請
を
し
た
と
認
め

る
と
き
を
除
き
、
あ
つ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

委
員
会
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
は
、
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
（
委
員
会
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
者
に
限
る
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
う
ち
か
ら
委
員
会

が
事
件
ご
と
に
指
名
す
る
あ
つ
せ
ん
委
員
が
行
う
。 

４ 

あ
つ
せ
ん
委
員
は
、
当
事
者
間
を
あ
つ
せ
ん
し
、
双
方
の
主
張
の
要
点
を
確
か
め
、

事
件
が
解
決
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

あ
つ
せ
ん
委
員
は
、
当
事
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
又
は
当
事
者
に
対
し
報
告
を

求
め
、
事
件
の
解
決
に
必
要
な
あ
つ
せ
ん
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
事
者
に
提
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

あ
つ
せ
ん
委
員
は
、
あ
つ
せ
ん
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
が
第
三
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
と
き
は
、
当
該
あ
つ
せ
ん
を
打
ち

切
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
仲
裁
） 

第
百
五
十
五
条 
電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
電
気
通
信
設
備
の
接
続
に
関
す
る
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協
定
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
接
続

条
件
そ
の
他
協
定
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事

者
の
双
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

事
者
が
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

委
員
会
に
よ
る
仲
裁
は
、
三
人
の
仲
裁
委
員
が
行
う
。 

３ 

仲
裁
委
員
は
、
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら
当
事
者
が
合
意
に
よ

つ
て
選
定
し
た
者
に
つ
き
、
委
員
会
が
指
名
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
の
合
意
に
よ

る
選
定
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
の
う
ち
か
ら

委
員
会
が
指
名
す
る
。 

４ 

仲
裁
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
仲
裁
委
員

を
仲
裁
人
と
み
な
し
て
、
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。 

  

（
準
用
） 

第
百
五
十
六
条 

前
二
条
の
規
定
は
、
電
気
通
信
設
備
又
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工

作
物
の
共
用
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五

十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
中
「
接
続
条
件
」
と
あ
る
の
は
「
共
用
の
条
件
」

と
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
と
、「
同
条
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
二
条
の
規
定
は
、
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
中
「
接
続
条

件
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
の
条
件
」
と
、「
協
定
の
細
目
」
と
あ
る
の
は
「
契
約
の
細

目
」
と
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
前
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

三
十
八
条
第
一
項
」
と
、「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
そ
の
他
の
協
定
等
に
関
す
る
あ
つ
せ
ん
等
） 

第
百
五
十
七
条 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の

確
保
の
た
め
に
そ
の
締
結
が
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令

（
※
）

で
定
め
る
協
定
又
は
契

約
（
第
三
項
に
お
い
て
「
協
定
等
」
と
い
う
。）
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、

若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協

議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は
次
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
五
十
七
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
者
間
に
お
い
て
、
協
定
等
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、

若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協

議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
仲
裁
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

 

※ 

本
法
施
行
令
第
七
条 

 
第
百
五
十
七
条
の
二 

電
気
通
信
事
業
者
と
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

電
気
通
信
事
業
（
以
下
「
第
三
号
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
者
と
の
間
に
お
い
て
、

当
該
第
三
号
事
業
を
営
む
者
が
申
し
入
れ
た
当
該
第
三
号
事
業
を
営
む
に
当
た
つ
て

利
用
す
べ
き
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
契
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約
」
と
い
う
。）
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は
負
担
す
べ
き
金
額

又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当

事
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

事
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
又
は
次
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
者
と
第
三
号
事
業
を
営
む
者
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
第
三
号
事

業
を
営
む
者
が
申
し
入
れ
た
契
約
の
締
結
に
関
し
、
当
事
者
が
取
得
し
、
若
し
く
は

負
担
す
べ
き
金
額
又
は
条
件
そ
の
他
そ
の
細
目
に
つ
い
て
当
事
者
間
の
協
議
が
調
わ

な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
仲
裁
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

  

（
申
請
の
経
由
） 

第
百
五
十
八
条 

こ
の
節
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
対
し
て
す
る
あ
つ
せ
ん
又
は
仲
裁

の
申
請
は
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
百
五
十
九
条 

こ
の
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手
続
に

関
し
必
要
な
事
項
は
政
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令 

  

（
委
員
会
へ
の
諮
問
） 

第
百
六
十
条 

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
に
諮
問
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
軽
微
な
事
項
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続

に
関
す
る
命
令
、
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
設
備

の
接
続
に
関
す
る
裁
定
、
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
設
備
若

し
く
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
関
す
る
命
令
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通

信
設
備
若
し
く
は
電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
関
す
る
裁
定
、
第
三

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
裁
定
、
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
命
令
、

第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
等
の
使
用
に
関
す
る
認
可
、
第
百
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
等
の
使
用
に
関
す
る
裁
定
又
は
第
百
三
十
八

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
障
の
除
去
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
裁
定 

 

二 

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の
変
更
の
命
令
、
第
二
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
保
障
契
約
約
款
の
変
更
の
命
令
、
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
特
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
変
更
の
命
令
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
業
務
の
改
善
命
令
、
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
三
項
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
の
停
止
若
し
く
は
変
更
の
命
令
、
第
三
十
一
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
停
止
若
し
く
は
変
更
の
命
令
若

し
く
は
第
三
十
条
第
三
項
各
号
若
し
く
は
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行

為
を
停
止
さ
せ
若
し
く
は
変
更
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
の

命
令
、
第
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
変
更
の
認
可
の
申
請
の

命
令
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
変
更
の
命
令
、
第
三
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
接
続
約
款
の
変
更
の
命
令
、
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
計
画
の
変
更
の
勧
告
又
は
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
改

善
命
令 
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（
聴
聞
の
特
例
） 

第
百
六
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第
二
十
一

条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
条
第
四
項
、
第
三
十

一
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
、
第
三
十
四
条
第
三
項
、
第

三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
が
前
条

の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
諮
問
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
処
分
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
処
分
に
係
る
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
会
の
推

薦
に
よ
り
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
行
政
手
続
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
処
分
に
係
る
利
害
関
係
人
が
当
該
聴
聞
に
関
す
る
手
続
に

参
加
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
勧
告
） 

第
百
六
十
二
条 

委
員
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

事
項
に
関
し
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
勧
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
適
用
除
外
等
）  

第
百
六
十
四
条 

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。  

一 

専
ら
一
の
者
に
電
気
通
信
役
務
（
当
該
一
の
者
が
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
一
の
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
除
く
。）

を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業  

二 

そ
の
一
の
部
分
の
設
置
の
場
所
が
他
の
部
分
の
設
置
の
場
所
と
同
一
の
構
内

（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む
。
）
又
は
同
一
の
建
物
内
で
あ
る
電
気
通
信
設
備

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
規
模
の
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
電

気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業  

三 

電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
他
人
の
通
信
を
媒
介
す
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
電

気
通
信
役
務
を
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
な
く
提
供
す
る
電
気
通
信

事
業  

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
同
項
各
号
に
掲
げ

る
電
気
通
信
事
業
を
営
む
者
の
取
扱
中
に
係
る
通
信
に
つ
い
て
、
第
百
五
十
七
条
の

二
の
規
定
は
第
三
号
事
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 
 

 

（
意
見
の
申
出
） 

第
百
七
十
二
条 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供

条
件
又
は
電
気
通
信
事
業
者
等
の
業
務
の
方
法
に
関
し
苦
情
そ
の
他
の
意
見
の
あ
る

者
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
提
出
し
て
意
見
の
申
出
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
処
理
し
、
処
理

の
結
果
を
申
出
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
（
抄
） 

  

（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
協
定
等
） 

第
七
条 
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
協
定
又
は
契
約
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
気
通
信
回
線
設
備
と
の
接
続
に
必
要
な
電
気
通
信
設
備
の
設
置
若
し
く
は
保

守
、
土
地
及
び
こ
れ
に
定
着
す
る
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
利
用
又
は
情
報
の
提

供
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約 

二 

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
そ

の
他
業
務
の
委
託
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保
の
た

め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
用
者
に
係
る
情
報
の

集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他

の
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
設
備
の
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約 

 

※ 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
四
条
の
二 
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○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）（
抄
） 

  

（
接
続
に
係
る
申
立
て
）  

第
二
十
三
条
の
十
四 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信

事
業
者
は
、
様
式
第
十
七
の
五
の
申
立
書
を
、
同
条
第
二
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と

す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
様
式
第
十
七
の
六
の
申
立
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
接
続
に
係
る
裁
定
の
申
請
） 

第
二
十
三
条
の
十
五 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う

と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
七
の
七
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 

（
共
用
に
係
る
申
立
て
）  

第
二
十
五
条
の
三 

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事

業
者
は
、
当
該
申
立
て
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
の
申
立
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

電
気
通
信
設
備
の
共
用
に
係
る
申
立
て 

様
式
第
十
七
の
六 

二 

電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
係
る
申
立
て 

様
式
第
十
八
の
三 

  

（
共
用
に
係
る
裁
定
の
申
請
）  

第
二
十
五
条
の
四 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三

項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
裁
定

の
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ

る
様
式
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

電
気
通
信
設
備
の
共
用
に
係
る
裁
定
の
申
請 

様
式
第
十
七
の
七 

 

二 

電
気
通
信
設
備
設
置
用
工
作
物
の
共
用
に
係
る
裁
定
の
申
請 

様
式
第
十
八
の

四 

  

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
裁
定
の
申
請
） 

第
二
十
五
条
の
八 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は

第
四
項
の
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
九
の
申

請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
申
立
て
） 

第
二
十
五
条
の
九 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申

立
て
を
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
十
九
の
二
の
申
立
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
等
が
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
設
備
） 

第
五
十
四
条
の
二 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
第

七
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
用
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。）
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情

報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し

た
も
の
を
い
う
。）
そ
の
他
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
用
い
ら

れ
る
設
備 

二 

自
家
発
電
設
備
、
ク
ロ
ー
ジ
ャ
（
伝
送
路
設
備
を
そ
の
先
端
に
お
い
て
他
の
伝

送
路
設
備
と
接
続
さ
せ
る
設
備
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
土
地
等
（
法
第
百
二
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
）
又
は
電
気
通
信
設
備
に
附
属
し
て
設
置
さ

れ
る
設
備 

三 
専
用
役
務
の
提
供
に
当
た
つ
て
用
い
ら
れ
、
又
は
使
用
契
約
に
基
づ
き
提
供
さ

れ
る
設
備
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

四 

無
線
局
の
免
許
人
等
（
電
波
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
免
許
人
等
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を
い
う
。）
が
当
該
免
許
人
等
以
外
の
者
に
運
用
さ
せ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
前

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。） 

 
 

 

（
申
請
等
の
方
法
） 

第
六
十
九
条 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
又
は
報
告
（
以
下
「
申
請

等
」
と
い
う
。）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
等
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す

る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
経
由
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

 

九 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
立
て 

 

十 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請 

 

十
一 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
裁
定
の
申
請 

 

十
二 

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て 

 

十
三 

法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第

四
項
の
裁
定
の
申
請 

 

十
四 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の

裁
定
の
申
請 

 

十
五 

法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て 

 

十
六
～
二
十
九 

（
略
） 

 

三
十 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
届
出 

 

三
十
一 

法
第
百
四
十
条
第
四
項
の
認
可
の
申
請 

 

三
十
二 

法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請 

 

三
十
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）  

第
七
十
条 

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
こ
れ
ら
の
書

類
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方

法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

前
項
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

に
は
、
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を

記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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様式第１７の５（第23条の14関係） 

 

  接続協定に関する命令申立書  

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を 

記載することとし、代表者が自筆で記入した

ときは、押印を省略できる。）     印 
 
登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
 
連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を

記載すること。） 
 
 

  電気通信設備の接続に関する協議が   のため、電気通信事業法第35条第１項の規定により、 

 

次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名）及び住所 
 

接続しようとする電気通信設備  

締結又は変更しようとする協定の概要  

予定する協定の期間  

協議の不調又は不能の理由  

その他参考となる事項  

  注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

不調 
不能 
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様式第１７の６（第23条の14、第25条の３関係） 

   協定に関する命令申立書  

 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を 

記載することとし、代表者が自筆で記入した

ときは、押印を省略できる。）     印 
 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
 
連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 
 

 
 

  電気通信設備の   に関する協議が   のため、電気通信事業法       の規定により、 

 

次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名）及び住所 

 

接続又は共用しようとする電気通信設備  

締結又は変更しようとする協定の概要  

予定する協定の期間  

協議の不調又は不能の理由  

当該接続又は共用が公共の利益を増進す

るために必要であり、かつ、適切であると

認められる理由 

 

その他参考となる事項  

 
 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

接続  
共用  

接続 
共用 

不調 
不能 

第 35 条第２項 
第 38 条第１項 
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様式第１７の７（第23条の15、第25条の４関係） 

 

    協定裁定申請書  
 

年  月  日 
総務大臣 殿 

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を 

記載することとし、代表者が自筆で記入した

ときは、押印を省略できる。 
     
登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
 
連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を

記載すること。） 
 
  電気通信設備の   に関する協議が不調のため、電気通信事業法（注１）の規定により、次のと 
 
おり裁定を申請します。 
 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名）及び住所  

接続又は共用しようとする電気通信設備  
裁定を求める事項  
予定する協定の期間  
協議の不調の理由及び協議の経過  
接続又は共用命令を経ている場合は、その

年月日 
 

その他参考となる事項  

   
 注１ 次に掲げる条項のうち、該当するものを記載すること。 
   (1) 第 35 条第３項 
   (2) 第 35 条第４項 
   (3) 第 38 条第２項において準用する同法第 35 条第３項 
   (4) 第 38 条第２項において準用する同法第 35 条第４項 
  ２ 用紙の大きさは、日本工業規 A 列４番とすること。 
 
 

接続 
共用 
 

接続  
共用  

印  
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様式第１８の３（第25条の３関係） 

共用協定に関する命令申立書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したとき

は、押印を省略できる。）    印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

電気通信設備設置用工作物の共用に関する協議が 
不調 

不能 
のため、電気通信事業法第38条第１項の規定に 

 

より、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 

 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び代

表者の氏名）及び住所 

 

共用しようとする電気通信設備設置用工作物  

締結又は変更しようとする協定の概要  

予定する協定の期間  

協議の不調又は不能の理由  

当該共用が公共の利益を増進するために必要

であり、かつ、適切であると認められる理由 

 

その他参考となる事項  

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第１８の４（第23条の15、第25条の４関係） 

 

 

共用協定裁定申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したとき

は、押印を省略できる。）    印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

 電気通信設備設置用工作物の共用に関する協議が不調のため、電気通信事業法（注１）の規定によ

り、次のとおり裁定を申請します。 

 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び代

表者の氏名）及び住所 

 

共用しようとする電気通信設備設置用工作物  

裁定を求める事項  

予定する協定の期間  

協議の不調の理由及び協議の経過  

共用命令を経ている場合は、その年月日 
 

その他参考となる事項  

 

注１ 次に掲げる条項のうち、該当するものを記載すること。 

⑴ 第 38 条第２項において準用する同法第 35条第３項 

⑵ 第 38 条第２項において準用する同法第 35条第４項 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 
 



 法令－27 

様式第１９（第25条の８関係） 

卸電気通信役務の提供に係る裁定申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を 

記載することとし、代表者が自筆で記入した

ときは、押印を省略できる。）     印 

 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

 卸電気通信役務の提供に係る協議が不調のため、電気通信事業法第39条において準用する 

同法        の規定により、次のとおり裁定を申請します。 

 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名）及び住所 

 

裁定を求める事項  

協議の不調の理由及び協議の経過  

卸電気通信役務の提供に関する命令を経て

いる場合は、その年月日 

 

その他参考となる事項  

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

第 35 条第３項 
第 35 条第４項 
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様式第１９の２（第25条の９関係） 

卸電気通信役務の提供に係る命令申立書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を 

記載することとし、代表者が自筆で記入した

ときは、押印を省略できる。）     印 

 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

  卸電気通信役務の提供に係る協議が   のため、電気通信事業法第39条において準用する同法

第38条第１項の規定により、次のとおり協議の開始又は再開の命令を申し立てます。 

 

当事者の氏名（法人にあつては、名称及び

代表者の氏名）及び住所 

 

締結又は変更しようとする契約の概要  

予定する契約の期間  

協議の不調又は不能の理由  

当該卸電気通信役務の提供が公共の利益を

増進するために必要であり、かつ、適切で

あると認められる理由 

 

その他参考となる事項  

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

不調 
不能 
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○
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）（
抄
） 

 
（
目
的
）  

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
従
つ
て
、
放
送
を
公
共
の
福
祉
に
適 

合
す
る
よ
う
に
規
律
し
、
そ
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。  

一 

放
送
が
国
民
に
最
大
限
に
普
及
さ
れ
て
、
そ
の
効
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を
保
障

す
る
こ
と
。  

二 

放
送
の
不
偏
不
党
、
真
実
及
び
自
律
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
に
よ

る
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
。  

三 

放
送
に
携
わ
る
者
の
職
責
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
が
健
全 

な
民
主
主
義
の
発
達
に
資
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の

定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

一 

「
放
送
」
と
は
、
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通

信
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。）
の
送
信
（
他
人
の
電
気
通
信
設
備
（
同
条
第
二
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を

含
む
。）
を
い
う
。 

二 

「
基
幹
放
送
」
と
は
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規

定
に
よ
り
放
送
を
す
る
無
線
局
に
専
ら
又
は
優
先
的
に
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
と

さ
れ
た
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
放
送
を
い
う
。 

三 

「
一
般
放
送
」
と
は
、
基
幹
放
送
以
外
の
放
送
を
い
う
。 

四
～
十
四 

（
略
） 

十
五 

「
地
上
基
幹
放
送
」
と
は
、
基
幹
放
送
で
あ
つ
て
、
衛
星
基
幹
放
送
及
び
移

動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

十
六
・
十
七 

（
略
） 

十
八 

「
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
静
止
し
、
又
は
移
動
す
る
事
物
の
瞬
間
的

影
像
及
び
こ
れ
に
伴
う
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
る
放
送
（
文
字
、
図
形
そ
の
他

の
影
像
（
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
伴
う
も
の
を
含
む
。）
又
は
信
号
を
併
せ
送
る
も

の
を
含
む
。）
を
い
う
。 

十
九 

（
略
） 

二
十 

「
放
送
局
」
と
は
、
放
送
を
す
る
無
線
局
を
い
う
。 

二
十
一 

「
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
は
、
第
九
十
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
者
を
い
う
。 

二
十
二 

「
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
は
、
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
自
己
の

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
る
放
送
局
（
以
下
「
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
」
と

い
う
。）
の
免
許
を
受
け
た
者
を
い
う
。 

二
十
三 

「
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
は
、
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
特
定
地
上
基

幹
放
送
事
業
者
を
い
う
。 

二
十
四 

（
略
） 

二
十
五 

「
一
般
放
送
事
業
者
」
と
は
、
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た

者
及
び
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
い
う
。 

二
十
六 

「
放
送
事
業
者
」
と
は
、
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
一
般
放
送
事
業
者
を
い 

う
。 

二
十
七
～
二
十
九 

（
略
）  

 

（
再
放
送
） 

第
十
一
条 

放
送
事
業
者
は
、
他
の
放
送
事
業
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
放
送

を
受
信
し
、
そ
の
再
放
送
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
基
幹
放
送
普
及
計
画
）  

第
九
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
基
幹
放
送
の
計
画
的
な
普
及
及
び
健
全
な
発
達
を
図
る
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た
め
、
基
幹
放
送
普
及
計
画
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。  

２ 

基
幹
放
送
普
及
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。  

一 

基
幹
放
送
を
国
民
に
最
大
限
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
指
針
、
基
幹
放
送
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
会
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
者
に
対
し
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、

基
幹
放
送
に
よ
る
表
現
の
自
由
が
で
き
る
だ
け
多
く
の
者
に
よ
つ
て
享
有
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
指
針
そ
の
他
基
幹
放
送
の
計
画
的
な
普
及
及
び
健
全
な
発
達

を
図
る
た
め
の
基
本
的
事
項  

二 

協
会
の
放
送
、
学
園
の
放
送
又
は
そ
の
他
の
放
送
の
区
分
、
国
内
放
送
、
国
際

放
送
、
中
継
国
際
放
送
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
又
は
内
外
放
送
の
区
分
、
中
波
放

送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
そ
の
他
の
放
送
の
種
類
に
よ
る
区
分
そ

の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
幹
放
送
の
区
分
ご
と
の
同
一
の
放
送
番
組
の
放
送

を
同
時
に
受
信
で
き
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
一
定
の
区
域
（
以
下
「
放
送

対
象
地
域
」
と
い
う
。）  

三 

放
送
対
象
地
域
ご
と
の
放
送
系
（
同
一
の
放
送
番
組
の
放
送
を
同
時
に
行
う
こ

と
の
で
き
る
基
幹
放
送
局
の
総
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
数

（
衛
星
基
幹
放
送
及
び
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
あ

つ
て
は
、
放
送
系
に
よ
り
放
送
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
放
送
番
組
の
数
）
の
目
標  

３ 

基
幹
放
送
普
及
計
画
は
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
五
項
に
規

定
す
る
事
項
、
電
波
法
第
五
条
第
四
項
の
基
幹
放
送
用
割
当
可
能
周
波
数
、
放
送
に

関
す
る
技
術
の
発
達
及
び
需
要
の
動
向
、
地
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
文
化
的
諸

事
情
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
。  

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
事
情
の
変
動
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基

幹
放
送
普
及
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

５ 

総
務
大
臣
は
、
基
幹
放
送
普
及
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

 

（
一
般
放
送
の
業
務
の
登
録
）  

第
百
二
十
六
条 

一
般
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
の
登
録
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
ラ
ジ

オ
放
送
そ
の
他
の
一
般
放
送
の
種
類
、
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信

設
備
の
規
模
等
か
ら
み
て
受
信
者
の
利
益
及
び
放
送
の
健
全
な
発
達
に
及
ぼ
す
影
響

が
比
較
的
少
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
一
般
放
送
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。  

２ 

前
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名  

二 

総
務
省
令
で
定
め
る
一
般
放
送
の
種
類  

三 

一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要  

四 

業
務
区
域  

３ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
百
二
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
し
な
い

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。  

※ 

本
法
施
行
規
則
第
百
三
十
三
条 

 

（
受
信
障
害
区
域
に
お
け
る
再
放
送
） 

第
百
四
十
条 

登
録
一
般
放
送
事
業
者
で
あ
つ
て
、
市
町
村
の
区
域
を
勘
案
し
て
総
務

省
令

（
※
１
）

で
定
め
る
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用

い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
者
と
し
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
は
、
当
該
登

録
に
係
る
業
務
区
域
内
に
地
上
基
幹
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
、
第
百
四
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
受
信
の
障
害
が
発

生
し
て
い
る
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
し
て
総
務
省
令

（
※

２
）

で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
受
信
の
障
害
が
発
生
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、

基
幹
放
送
普
及
計
画
に
よ
り
放
送
が
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
す
べ
て
の
地
上
基
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幹
放
送
を
受
信
し
、
そ
の
す
べ
て
の
放
送
番
組
に
変
更
を
加
え
な
い
で
同
時
に
再
放

送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
再
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
の
役
務
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、

そ
の
実
施
前
に
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
契
約
約
款
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

指
定
再
放
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
及
び
当
該
再
放
送
以
外

の
放
送
を
併
せ
て
行
う
と
き
は
、
当
該
再
放
送
の
役
務
の
提
供
の
み
に
つ
い
て
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
前
項
の
提
供
条
件
を
定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
受
信

者
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
上
基
幹
放
送
の
再
放
送
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。 

５ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
再
放
送
事
業
者
が
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
る

有
線
電
気
通
信
設
備
の
設
置
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ

る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

第
一
項
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令

（
※
３
）

で
定
め
る
。 

※
１ 

本
法
施
行
規
則
第
百
六
十
条 

※
２ 

同
規
則
第
百
六
十
三
条 

※
３ 

同
規
則
第
百
六
十
一
条 

 

（
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
） 

第
百
四
十
二
条 

有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
を
行
う

一
般
放
送
事
業
者
（
登
録
一
般
放
送
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
指
定
再
放
送
事
業
者
に

限
る
。）
が
、
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
地
上

基
幹
放
送
を
受
信
し
て
す
る
再
放
送
に
係
る
第
十
一
条
の
同
意
（
以
下
こ
の
節
に
お

い
て
単
に
「
同
意
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
協
議
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
基
幹
放
送
事
業
者
が
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事

者
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
紛
争
処
理
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
対

し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
、
又
は
当
該
一
般
放
送
事
業
者
が
第
百
四
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の

あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申

請
又
は
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
」
と
あ
る
の
は
、「
放
送
法
第
百
四

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
、
又
は
同
条
第
一
項
の
一
般
放
送

事
業
者
が
同
法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
紛
争
処

理
委
員
会
に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
一
般
放

送
事
業
者
が
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

４ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の

仲
裁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
紛
争
処
理
委
員
会
に
対
し
て
す
る
あ
つ
せ
ん

又
は
仲
裁
の
申
請
は
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
百
四
十
三
条 

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手
続
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令 

 

（
裁
定
） 



     
法令－32  

第
百
四
十
四
条 

第
百
四
十
二
条
第
一
項
の
一
般
放
送
事
業
者
が
、
地
上
基
幹
放
送
の

業
務
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
地
上
基
幹
放
送
を
受
信
し
て
す
る
再

放
送
に
係
る
同
意
に
つ
い
て
協
議
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
幹
放

送
事
業
者
が
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
該
一
般
放
送
事

業
者
は
、
総
務
大
臣
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請
を
し
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

当
該
申
請
に
係
る
基
幹
放
送
事
業
者
に
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見

書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
基
幹
放
送
事
業
者
が
そ
の
地
上
基
幹
放
送
の
再
放
送
に
係

る
同
意
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
同
意
を
す

べ
き
旨
の
裁
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

同
意
を
す
べ
き
旨
の
裁
定
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
が
再
放
送
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
地
上
基
幹
放
送
、
そ
の
者
が
再
放
送
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
区
域
及
び
当
該
再
放
送
の
実
施
の
方
法
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
紛
争
処
理
委
員
会
に

諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
事
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
四
項
の
裁
定
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
に
通
知
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
裁 

 

定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
事
者
間
に
協
議
が
調
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

 



     
法令－33  

○
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
（
抄
） 

 

 

（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
」

と
い
う
。）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
新
放
送
法
第

百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
る
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
施

行
日
に
同
項
の
登
録
を
受
け
た
も
の
と
、
新
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
者
に
該
当
す
る
も
の
は
施
行
日
に
同
項
の
届
出
を
し
た
も
の

と
み
な
す
。  

２ 

施
行
日
前
に
旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
申
請
は
、
新
放
送
法
の
規
定
に
よ
り
し
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
申
請
又

は
届
出
と
み
な
す
。 

 

３
～
５ 

（
略
） 

６ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
三
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
み
な
し
登
録
一
般
放
送
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の

は
、
施
行
日
に
新
放
送
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。  

７
～
11 
（
略
） 

 

旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
（
み
な
し
登
録
一
般

放
送
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。） 

旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
十
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請 

旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
十
条
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
の
三
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
認
可
の
申
請 

旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
前
項
の
規
定
に
よ
り

新
放
送
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
み
な
し
届
出
一
般
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に

係
る
も
の
に
限
る
。） 

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
み
な
し
登
録
一
般
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。）

に
係
る
も
の
に
限
る
。） 

新
放
送
法
第
百
四
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出 

新
放
送
法
第
百
四
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁

 

新
放
送
法
第
百
三
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出 新
放
送
法
第
百
三
十
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出 

 
旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
前
項
の
規
定
に
よ
り

新
放
送
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け 

旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
新
放
送
法
第
百
三
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
す
べ
き
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。） 

旧
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
新
放
送
法
第
百
二
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
る
べ
き

者
に
係
る
も
の
に
限
る
。） 

新
放
送
法
第
百
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更

登
録
の
申
請 

新
放
送
法
第
百
三
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出 新
放
送
法
第
百
二
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登

録
の
申
請 



 
法令－34 

○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）（
抄
） 

 
（
登
録
を
要
し
な
い
一
般
放
送
）  

第
百
三
十
三
条 

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一
般
放

送
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。  

一 

衛
星
一
般
放
送  

二 

一
の
有
線
放
送
施
設
（
有
線
一
般
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気
通
信
設
備
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
係
る
引
込
端
子
の
数
が
五
〇
一
以
上
の
規
模
の
有
線
電
気

通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
ラ
ジ
オ
放
送
（
ラ
ジ
オ
放
送
の
多
重
放
送
を
受
信

し
、
こ
れ
を
再
放
送
を
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
以
外
の
放
送  

２ 

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
込
端
子
に
つ
い
て

は
、
そ
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
も
つ
て
そ
の

数
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
同
表
の
二
の
項
の
当
該
受
信
設
備
の
う
ち
、
一
の
構
内
（
そ

の
構
内
が
二
以
上
の
者
の
占
有
に
属
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
一
の
者
の
占

有
に
属
す
る
区
域
。
同
表
の
三
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
受
信
設
備
と
み
な
す
。 

           

３  

前
項
の
表
の
二
の
項
及
び
三
の
項
の
規
定
は
、
同
表
の
一
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

引
込
端
子
に
つ
い
て
準
用
す
る
。  

 
 
 
 
 

 

（
指
定
に
係
る
区
域
）  

第
百
六
十
条 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域
と
す
る
。  

一 

受
信
障
害
区
域
（
そ
の
属
す
る
都
道
府
県
を
放
送
対
象
地
域
と
す
る
地
上
基
幹

放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
限
る
。（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。））
の
受
信

障
害
が
発
生
し
て
い
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
内
の
み
に
お
い
て
、
法
第
百

四
十
条
第
一
項 

の
規
定
に
よ
る
再
放
送
（
以
下
「
義
務
再
放
送
」
と
い
う
。
）
を

す
る
場
合 

当
該
受
信
障
害
区
域  

二 

受
信
障
害
区
域
の
属
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
隣

接
す
る
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
た
め

の
有
線
電
気
通
信
設
備
と
一
体
と
し
て
当
該
受
信
障
害
区
域
に
設
置
さ
れ
た
有
線

電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
義
務
再
放
送
を
行
う
場
合 

当
該
受
信
障
害
区
域
の
属

す
る
市
町
村
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
区
域
及
び
当
該
受
信
障
害
区
域  

三 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
区
域
が
属
す
る
市
町
村
の
区
域  

２ 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
項
第
二
号
及

び
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
市
町
村
の
区
域
」
と
あ
る
の

は
、「
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
際
現
に
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
を
行
つ
て
い
る
区
域
の
属
す
る
合
併
関
係
市
町
村
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
合
併
関

係
市
町
村
を
い
う
。）
の
区
域
」
と
す
る
。  

三 

二
以
上
の
引
込
端
子
が
一
の
構
内
に
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
二
以
上
の
引
込
端
子 

  

二 

一
の
引
込
端
子
に
二
以
上
の
受
信
設
備
を
接
続
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
の
引
込
端
子 

一 

一
の
引
込
端
子
に
他
の
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い

ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
（
当
該
設
備
に
順
次
接
続
す
る

一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
を

含
む
。
下
欄
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
接
続
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
一
の
引
込
端
子 

   

一 
  

当
該
受
信
設
備
の
数 

当
該
他
の
一
般
放
送

の
業
務
に
用
い
ら
れ

る
電
気
通
信
設
備
の

引
込
端
子
の
数 
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（
指
定
再
放
送
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
基
準
）  

第
百
六
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
（
登
録
一
般
放
送

事
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。）
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

一 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
が
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
。 

イ 

法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し

な
い
者 

ロ 

法
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
百
四
条
（
第
五
号
を
除
く
。）
の
規
定
に
よ
り
認

定
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

ハ 

電
波
法
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
七
十
六
条
第
四
項
（
第
四
号
を
除
く
。）

の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
局
の
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

ニ 

第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

ホ 

法
人
又
は
団
体
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
が
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
あ
る
も
の 

ヘ 

一
般
放
送
の
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
有
し
な
い

者 

ト 

法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
一

般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
権
原
に
基
づ
い
て
利
用
で
き

な
い
者 

二 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
が
現
に
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
（
法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
法
第
百
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
の
全
部
又

は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
こ
と
に
関
し
有
線
電
気
通

信
設
備
の
設
置
計
画
が
合
理
的
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
実
施
が
確
実
な
も
の
と
認

め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）。  

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
の
指
定
に

つ
い
て
、
同
項
第
一
号
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う

か
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
提
出
及
び
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。  

３ 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
市
町
村
の
区

域
を
勘
案
し
て
定
め
る
区
域
を
明
ら
か
に
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。  

４ 

総
務
大
臣
は
、
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
し
た
と
き
は
、
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。  

５ 

前
各
項
の
規
定
は
、
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。  

 

（
義
務
再
放
送
を
要
し
な
い
場
合
）  

第
百
六
十
三
条 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
義
務
再

放
送
を
要
し
な
い
地
上
基
幹
放
送
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

一
の
放
送
事
業
者
の
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。  

一 

指
定
再
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
、
同
時
再
放
送

以
外
の
方
法
で
当
該
義
務
再
放
送
に
係
る
一
の
放
送
事
業
者
の
地
上
基
幹
放
送
の

全
て
の
放
送
番
組
に
変
更
を
加
え
な
い
で
当
該
地
上
基
幹
放
送
と
同
時
に
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合  

二 
技
術
的
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
受
信
障
害
区
域
内
の
み

に
限
つ
て
義
務
再
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
受
信
障

害
区
域
以
外
の
区
域
に
お
け
る
再
放
送
に
つ
い
て
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合 

三 

指
定
再
放
送
事
業
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
、
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受
信
障
害
区
域
の
一
部
の
区
域
に
お
い
て
義
務
再
放
送
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
当
該
義
務
再
放
送
を
行
う
必
要
が
な
い

と
認
め
た
場
合  

 

（
裁
定
の
申
請
）  

第
百
六
十
六
条 

法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
は
、
別
表
第

五
十
一
号
の
様
式
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。  

 

（
意
見
書
）  

第
百
六
十
七
条 

法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一 

意
見
書
を
提
出
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
の
氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
つ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所  

二 

法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
本
文
の
同
意
を
し
な
い
理
由  

三 

協
議
の
経
過
（
協
議
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
事
情
）  

四 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項  

 

（
裁
定
の
通
知
）  

第
百
六
十
八
条 

法
第
百
四
十
四
条
第
六
項
の
通
知
は
、
裁
定
書
の
謄
本
を
添
付
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
書
類
の
提
出
等
）  

第
二
百
十
六
条 

法
（
第
五
章
、
第
六
章
、
第
百
四
十
七
条
、
第
百
七
十
五
条
及
び
第

百
八
十
条
の
規
定
に
限
る
。）
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
（
第
四
章
及
び
第
五
章
の
規
定

に
限
る
。）
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

一 

申
請
、
届
出
又
は
報
告
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。） 

当
該
申
請
等
を
し
よ

う
と
す
る
者
が
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
放
送
の
放
送
対
象
地
域
（
当
該
申
請
等

に
係
る
放
送
の
放
送
対
象
地
域
が
全
国
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
放
送
の
業

務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
設
置
場
所
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
業
務

区
域
（
こ
れ
ら
の
区
域
が
二
以
上
の
総
合
通
信
局
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
を
含
む
。

次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か

一
の
管
轄
区
域
）
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
当
該
申
請
等
を
行
う
こ

と
。  

二 

第
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
意
見
書 

当
該
意
見
書
に
係
る
裁
定
の
申
請
に

係
る
地
上
基
幹
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
限
る
。）
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者

の
放
送
対
象
地
域
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
。  

２
～
４ 

（
略
） 

 

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
）  

第
二
百
十
七
条 

こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
る
書
類
及
び
総
務
大
臣
に
提
出

す
る
書
類
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す

る
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒

体
に
よ
り
作
成
し
及
び
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

２ 

前
項
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

に
は
、
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届
出
の
年
月
日
を

記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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別表第五十一号（第 166条関係） 

 

裁定申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵 便 番 号 

住 所 

（ ふ り が な ） 

氏 名（法人又は団体にあつては、名称

及び代表者の氏名。記名押印又

は署名） 

電 話 番 号 

 

再放送同意について協議が  のため、放送法第 144 条第１項の規定により、下記のとおり裁

定を申請します。 

 

記 

 

１ 申請に係る基幹放送事業者の氏名（法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名）及

び住所 

２ 申請に係る再放送の概要 

⑴ 再放送しようとするテレビジョン放送 

  ⑵ 再放送の業務を行おうとする区域 

  ⑶ 再放送の実施の方法 

  ⑷ 申請者が希望する再放送の開始期日 

３ 協議の経過 

４ その他参考となる事項 

注１ 不要の文字は、抹消すること。 

注２ 「申請に係る再放送の概要」については、例えば、「再放送しようとするテレビジョン

放送」は「（何）社（何）テレビジョン放送局の放送」のように、「再放送の業務を行お

うとする区域」は「（何）県（何）市」、「（何）県（何）郡（何）町」のように、「再放送

の実施の方法」は、同時再放送のみを行う場合にあつては「同時再放送」と、それ以外

の場合にあつてはその具体的方法を記載すること。 

注３ 「協議の経過」については、申請に至るまでの経過の説明のほか、協議が調わない場

合には申請に係る放送事業者との意見の対立点を、また、協議をすることができない場

合にはその事情を具体的に明らかにすること。 

注４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

注５ 該当箇所に全部を記載することができない場合は、その箇所に別紙に記載する旨を記

載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

不調 

不能 
注１ 
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○
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
六
十
二

号
）
附
則
（
抄
） 

 

 

（
指
定
に
係
る
区
域
等
の
規
定
の
適
用
の
特
例
） 

第
七
条 

改
正
法
附
則
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
放
送
法

第
百
四
十
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
「
み
な
し
指

定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
新
規
則
第
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域
」
と
あ
る
の
は
、「
当
該
各

号
に
定
め
る
区
域
又
は
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
、
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
を
既
に

受
け
た
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第

六
十
二
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施

行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
別
記
第
一
に
定
め
る
施
設
区
域
（
施

設
設
置
完
了
予
定
が
到
来
し
て
い
な
い
区
域
も
含
む
。）」
と
す
る
。  

２ 

み
な
し
指
定
事
業
者
に
つ
い
て
新
規
則
第
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の

は
「
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に

よ
る
廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
等

の
後
に
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
以
後
に
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
と
、「
法
第
百
四
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
「
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ

る
廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
同

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
等
の
際
現
に
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行

っ
て
い
る
区
域
の
属
す
る
当
該
許
可
若
し
く
は
変
更
の
許
可
等
を
受
け
た
と
き
の
市

町
村
又
は
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
す
る
。  

３ 

み
な
し
指
定
事
業
者
に
つ
い
て
新
規
則
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
六
十
一
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
ヘ
及
び
ト

を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
ヘ
及

び
ト
を
除
く
。）
又
は
現
に
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
の
全
部
若
し
く

は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
（
放
送
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
に
よ
る
廃
止
前

の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
等
若
し
く
は
法

第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し
く
は
法
第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
変
更

登
録
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
テ
レ

ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
こ
と
に
関
し
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
の
施
設
計
画
又

は
有
線
電
気
通
信
設
備
の
設
置
計
画
が
合
理
的
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
実
施
が
確
実

な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。）
の
い
ず
れ
か
」
と
す
る
。 

  



     
法令－39 

○
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）（
抄
） 

  

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
電
波
の
公
平
且
つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次

の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

「
電
波
」
と
は
、
三
百
万
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
の
周
波
数
の
電
磁
波
を
い
う
。 

 

二 

「
無
線
電
信
」
と
は
、
電
波
を
利
用
し
て
、
符
号
を
送
り
、
又
は
受
け
る
た
め

の
通
信
設
備
を
い
う
。 

 

三 

「
無
線
電
話
」
と
は
、
電
波
を
利
用
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
送
り
、
又

は
受
け
る
た
め
の
通
信
設
備
を
い
う
。 

 

四 

「
無
線
設
備
」
と
は
、
無
線
電
信
、
無
線
電
話
そ
の
他
電
波
を
送
り
、
又
は
受

け
る
た
め
の
電
気
的
設
備
を
い
う
。 

 

五 

「
無
線
局
」
と
は
、
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
操
作
を
行
う
者
の
総
体
を
い

う
。
但
し
、
受
信
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
を
含
ま
な
い
。 

 

六 

「
無
線
従
事
者
」
と
は
、
無
線
設
備
の
操
作
又
は
そ
の
監
督
を
行
う
者
で
あ
つ

て
、
総
務
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。 

 
 

（
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
） 

第
二
十
七
条
の
三
十
五 

免
許
等
を
受
け
て
無
線
局(

電
気
通
信
業
務
そ
の
他
の
総
務

省
令

（
※
１
）

で
定
め
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。)

を
開
設
し
、
又
は
免
許
等
を
受
け
た
無
線
局
に
関
す
る
周
波
数
そ

の
他
の
総
務
省
令

（
※
２
）

で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
無
線
局

の
開
設
又
は
無
線
局
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
よ
り
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
る

お
そ
れ
が
あ
る
他
の
無
線
局
の
免
許
人
等
に
対
し
、
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
協
議
を
申
し
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
他
の
無
線
局
の
免
許
人
等
が
協
議
に
応
じ
ず
、
又
は
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、

当
事
者
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
第
三
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
委
員

会
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
あ
つ
せ
ん
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の

あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申

請
又
は
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、「
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
当
事
者
の
双
方
は
、
委
員
会

に
対
し
、
仲
裁
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

電
気
通
信
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の

仲
裁
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
対
し
て
す
る
あ
つ
せ
ん
又
は
仲
裁

の
申
請
は
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

※
１ 

本
法
施
行
規
則
第
二
十
条
の
二 

※
２ 

同
規
則
第
二
十
条
の
三 

 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
七
条
の
三
十
六 

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手

続
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

 
※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令 

 



 
法令－40 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）（
抄
） 

  

（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
無
線
局
に
係
る
業
務
） 

第
二
十
条
の
二 

法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

電
気
通
信
業
務 

二 

放
送
の
業
務 

三 

人
命
若
し
く
は
財
産
の
保
護
又
は
治
安
の
維
持
に
係
る
業
務 

四 

電
気
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
の
業
務 

五 

鉄
道
事
業
に
係
る
列
車
の
運
行
の
業
務 

六 

ガ
ス
事
業
に
係
る
ガ
ス
の
供
給
の
業
務 

七 

設
備
規
則
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
又
は
同
条
第
六 

 

 

号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
を
使
用
す
る
業 

 

 

務 

  

（
あ
つ
せ
ん
等
に
係
る
無
線
局
に
関
す
る
事
項
） 

第
二
十
条
の
三 

法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

通
信
の
相
手
方 

二 

通
信
事
項 

三 

無
線
設
備
の
設
置
場
所
（
包
括
登
録
に
係
る
登
録
局
に
あ
つ
て
は
、
無
線
設
備

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
（
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
つ
て
は
、
移
動
範
囲
）
） 

四 

無
線
設
備 

五 

放
送
事
項 

六 

放
送
区
域 

七 

識
別
信
号 

八 

電
波
の
型
式 

九 

周
波
数 

十 

空
中
線
電
力 

十
一 

運
用
許
容
時
間 
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○
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）（
抄
） 

  

（
定
義
） 

第
三
条 
こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
）  

五 

「
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
」
と
は
、
一
定
の
区
域
に
お
い
て
二
以
上
の
無
線
局

に
共
通
に
割
り
当
て
ら
れ
た
二
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
う
ち
、
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局

（
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
指
示
し
て
通
信
の
中
継
を
行
う
陸
上
移
動
中
継
局

で
あ
つ
て
、
二
以
上
の
通
信
の
中
継
を
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
次
号

に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

指
示
す
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
当
該
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
陸
上
移
動
局
又
は

指
令
局
（
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
中
継
に
よ
り
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
基
地
局
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
で
行
わ
れ
る
単
一
通
信
路
の
無
線
通
信
及
び
そ
の

無
線
通
信
を
中
継
す
る
た
め
に
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
相
互
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
並

び
に
そ
れ
ら
の
無
線
通
信
を
制
御
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。 

六 

「
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
」
と
は
、
一
定
の
区
域
に
お
い
て
二
以
上

の
無
線
局
に
共
通
に
割
り
当
て
ら
れ
た
周
波
数
の
電
波
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ

Ａ
制
御
局
（
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
指
示
し
て
通
信
の
中
継
を
行
う
陸
上
移

動
中
継
局
で
あ
つ
て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
り
二
以
上
の
通
信
の
中
継
を
同
時
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
示
す
る
周
波
数
の
電
波

を
使
用
し
て
当
該
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
陸
上
移
動
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令

局
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
中
継
に
よ
り
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
基
地

局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
及
び
そ
の
無
線
通
信

を
中
継
す
る
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
相
互
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
並

び
に
そ
れ
ら
の
無
線
通
信
を
制
御
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。 

七
～
十
一 

（
略
） 
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
） 

  

（
特
別
委
員
） 

第
一
条 
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
、
あ
っ
せ
ん

若
し
く
は
仲
裁
に
参
与
さ
せ
、
又
は
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
特
別

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

特
別
委
員
は
、
電
気
通
信
事
業
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送
の
業
務
に
関
し
て
優
れ

た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
総
務
大
臣
が
任
命
す
る
。 

３ 

特
別
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。 

４ 

特
別
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

特
別
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 

  

（
会
議
） 

第
二
条 

委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 

３ 

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と

き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
） 

第
三
条 

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
事
務
局
長
） 

第
四
条 

委
員
会
の
事
務
局
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
参
事
官
） 

第
四
条
の
二 

委
員
会
の
事
務
局
に
、
参
事
官
一
人
を
置
く
。 

２ 

参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
局
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
参
画
す
る
。 

 
  

（
事
務
局
の
内
部
組
織
の
細
目
） 

第
四
条
の
三 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
事
務
局
の
内
部
組
織
の
細

目
は
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則 

  

（
あ
っ
せ
ん
の
通
知
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
あ
っ
せ
ん
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の
写
し
を
添
え
て
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
一
条 

  

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。）
第
百
五
十
四

条
第
二
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項

並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項
並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

十
二
号
）
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ

り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
総
務

省
令

（
※
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ

た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
一
条 
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（
名
簿
の
作
成
） 

第
七
条 
委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一

項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
並
び
に
第
百
五
十
七
条
の
二
第
四
項
、
電

波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委

員
そ
の
他
の
職
員
の
名
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
名
簿
の
記
載
事
項
は
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
二
条 

  

（
仲
裁
委
員
の
選
定
等
） 

第
八
条 

委
員
会
は
、
仲
裁
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
て
前
条
第
一

項
の
名
簿
の
写
し
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

当
事
者
が
合
意
に
よ
り
仲
裁
委
員
と
な
る
べ
き
者
を
選
定
し
た
と
き
は
、
総
務
省

令
（
※
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
を
前
項
の
名
簿
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
委
員
会
に
対
し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
事
者
の
合

意
に
よ
る
選
定
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
一
条 

 

第
九
条 

当
事
者
の
合
意
に
よ
る
仲
裁
委
員
と
な
る
べ
き
者
の
選
定
が
な
さ
れ
な
い
場

合
に
お
い
て
、
各
当
事
者
は
、
仲
裁
委
員
に
指
名
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

め
る
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
の
委
員
そ
の
他
の
職
員
が

あ
る
と
き
は
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
を
前
条

第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
委
員
会
に
対
し
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
仲
裁
委
員

を
指
名
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
件
の
性
質
、
当
事
者
の
意
思
等
を
勘
案
し
て

す
る
も
の
と
し
、
仲
裁
委
員
を
指
名
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
氏
名
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
一
条 

  

（
仲
裁
委
員
が
欠
け
た
場
合
の
措
置
） 

第
十
条 

委
員
会
は
、
仲
裁
委
員
が
死
亡
、
罷
免
、
辞
任
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
欠
け

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
二
条
の
規
定
は
、
仲
裁
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
後
任
の
仲
裁
委
員
と
な

る
べ
き
者
の
選
定
及
び
後
任
の
仲
裁
委
員
の
指
名
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
一
条 

  

（
文
書
及
び
物
件
の
提
出
） 

第
十
一
条 

仲
裁
委
員
は
、
仲
裁
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
事
者
の
申
出
に
よ
り
、
相
手
方
の
所
持
す
る
当
該
仲
裁
に
係
る
事
件
に
関
係

の
あ
る
文
書
又
は
物
件
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
仲
裁
判
断
の
作
成
） 

第
十
二
条 

仲
裁
委
員
は
、
仲
裁
判
断
を
す
る
た
め
の
審
尋
そ
の
他
必
要
な
調
査
を
終

了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
仲
裁
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手
続
の
非
公
開
） 

第
十
三
条 

あ
っ
せ
ん
委
員
の
行
う
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
委
員
の
行
う
仲
裁
の
手
続
は
、

公
開
し
な
い
。
た
だ
し
、
あ
っ
せ
ん
委
員
又
は
仲
裁
委
員
は
、
相
当
と
認
め
る
者
に

傍
聴
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
状
況
の
報
告
） 

第
十
四
条 

委
員
会
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
第
三
条 

  

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
申
請
手
続
） 

第
十
五
条 

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十

七
条
の
二
第
一
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
並
び
に
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項

（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
五
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の

三
十
五
第
三
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
の
申
請

書
の
様
式
そ
の
他
申
請
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令

（
※
）

で
定
め
る
。 

 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則 

  

（
委
員
会
の
運
営
） 

第
十
六
条 

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
委
員
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る

（
※
）

。 
 

※ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程 
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五

十
四
号
） 

 
 
 
 

１ 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
の
事
務
局
に
、
紛
争
処
理
調
査
官
を
置
く
。 

２ 

紛
争
処
理
調
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
電
気
通
信
事
業
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送

の
業
務
に
係
る
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
、
企
画
及
び
立

案
を
行
う
。 

       
 

             

○
総
務
省
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
（
平
成
十
三
年
総
務
省
訓

令
第
二
三
二
号
） 

 

（
総
則
） 

第
一
条 

総
務
省
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。）

の
事
務
分
掌
そ
の
他
組
織
の
細
目
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
上
席
調
査
専
門
官
及
び
調
査
専
門
官
） 

第
二
条 

事
務
局
に
、
上
席
調
査
専
門
官
及
び
調
査
専
門
官
を
置
く
。 

２ 

上
席
調
査
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
又
は
紛
争
処
理
調
査
官
を
助
け
、
調

査
専
門
官
の
事
務
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。 

３ 

調
査
専
門
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
局
の
事
務
を
分
担
処
理
す
る
。 
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五
十
五

号
） 

  

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
に
関
す
る
通
知
の
方
法
） 

第
一
条 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
五
条
、
第
六
条
、

第
八
条
第
二
項
（
令
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
九
条

第
一
項
（
令
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）
及
び
第
二
項
（
令
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
並
び

に
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
は
、
仲
裁
委
員
に
指
名
さ
れ
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
と
す
る
理
由
を
付
す
も
の
と
す
る
。 

 

（
名
簿
の
記
載
事
項
） 

第
二
条 

令
第
七
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
名
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一 

氏
名
及
び
職
業 

二 

経
歴 

三 

任
命
及
び
任
期
満
了
の
年
月
日 

 

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
状
況
の
報
告
） 

第
三
条 

令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
国
の
会
計
年
度
経
過
後
一
月
以
内
に
、

当
該
会
計
年
度
中
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
申
請
件
数 

 

二 

あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
事
件
及
び
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
事
件
の

件
数 

 

三 

あ
っ
せ
ん
に
よ
り
解
決
し
た
事
件
の
件
数 

 

四 

仲
裁
判
断
を
し
た
事
件
の
件
数 

 

五 

そ
の
他
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
事
務
に

関
し
重
要
な
事
項 

  

（
あ
っ
せ
ん
の
申
請
） 

第
四
条 

電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。）
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事

業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
、
第

百
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
の
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

電
波
法 

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第

一
項
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
の
申
請
書
を
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
項
）
第
百
四
十
二
条
第
一
項
の

あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
三
の
申
請
書
を
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

証
拠
と
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
第
一
項
、
第
二
項
又
は
前

項
の
申
請
書
に
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
仲
裁
の
申
請
） 

第
五
条 

事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
百
五
十
七
条
第
三
項
又
は
第
百
五
十
七

条
の
二
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
の
申
請
書
を
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
五
の
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様

式
第
六
の
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

証
拠
と
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
第
一
項
、
第
二
項
又
は
前
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項
の
申
請
書
に
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
事
業
法
、
電
波
法
又
は
放
送
法
に
よ
る
仲
裁
に
付
す
る
旨

の
合
意
を
証
す
る
書
面
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
第
一
項
、
第
二
項
又
は

第
三
項
の
申
請
書
に
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
申
請
の
方
法
） 

第
六
条 

事
業
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
（
事
業
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
五

十
七
条
の
二
第
一
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
若
し
く
は
放
送
法
第

百
四
十
二
条
第
一
項
の
あ
っ
せ
ん
又
は
事
業
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
（
事
業
法
第

百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
百
五
十

七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
の
二
第
三
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十

五
第
三
項
若
し
く
は
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
三
項
の
仲
裁
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
申
請
を
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合

通
信
局
長
又
は
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 （
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
） 

第
七
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
七

十
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
提
出
す
る
書
類
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 
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様式第１（第４条第１項関係） 

 
あ っ せ ん 申 請 書 

 

年  月  日  

 

電気通信紛争処理委員会委員長 殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住   所 

（ふりがな） 

氏   名（自筆で記入したときは、押印を省略でき

る。法人にあっては、名称及び代表者の氏

名を記載することとし、代表者が自筆で記

入したときは、押印を省略できる。） 

印  

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

（申請者が電気通信事業法第164条第１項

第３号に掲げる電気通信事業を営む者で

あるときは、記載を要しない。） 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 

担当部署等がある場合は、当該担当部署

名等を記載すること。） 

 

（協定又は契約（注１））に関する協議が  のため、電気通信事業法（関連条項（注１））

の規定により、次のとおりあっせんを申請します。 

当事者の氏名（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）及び住所 

 

あっ
せんを求める事項  

協議の不調又は不能の理由及び協議

の経過 

 

その他参考となる事項  
 

 

注１ 次の区分により､該当する協定又は契約及び電気通信事業法の関連条項を記載すること。 

協 定 又 は 契 約 関 連 条 項 

電気通信設備の接続に関する協定 第154条第１項 

電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関す


る協定 

第156条第１項 

卸電気通信役務の提供に関する契約 第156条第２項 

電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要

な協定又は契約 
第157条第１項 

電気通信事業法第164条第１項第３号に掲げる電気通信事

業を営むに当たって利用すべき電気通信役務の提供に関す

る契約 

第157条の２第１項 

 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

不調 

不能 
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様式第２（第４条第２項関係） 
 

あ っ せ ん 申 請 書 

 

年  月  日  

 

電気通信紛争処理委員会委員長 殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住   所 

（ふりがな） 

氏   名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載することとし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。） 

印  

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

 

電波法第27条の35第１項に規定する契約に関する協議が  のため、同項の規定により、次のとお

りあっせんを申請します。 

 

当事者の氏名（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）及び住所 

 

あっせんを求める事項  

協議の不調又は不能の理由及び協議

の経過 

 

その他参考となる事項  

 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

不調 

不能 
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様式第３（第４条第３項関係） 
 

あ っ せ ん 申 請 書 

 

年  月  日  

 

電気通信紛争処理委員会委員長 殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住   所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載することとし､代表者が自筆で記入したとき

は､押印を省略できる。） 

印  

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

 

放送法第142条第１項に規定する同意に関する協議が  のため、同項の規定により、次のとおり

あっせんを申請します。 

 

当事者の氏名（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）、住所及び放

送事業者の種別（注１） 

 

あっせんを求める事項  

協議の不調又は不能の理由及び協議

の経過 

 

その他参考となる事項  
 

 

注１ 放送事業者の種別は、基幹放送事業者（放送法第２条第23号の基幹放送事業者をいう。様

式第６において同じ。）、指定再放送事業者（放送法第140条第２項の指定再放送事業者を

いう。様式第６において同じ。）又は届出一般放送事業者（放送法第133条第１項の届出を

した者をいう。様式第６において同じ。）のいずれかを記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

不調 

不能 
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様式第４（第５条第１項関係） 

 
 

仲  裁  申  請  書 

 

年  月  日  

 

電気通信紛争処理委員会委員長 殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住   所 

（ふりがな） 

氏   名（自筆で記入したときは､押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載することとし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。） 

印 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

（申請者が電気通信事業法第164条第１項

第３号に掲げる電気通信事業を営む者であ

るときは、記載を要しない。） 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

（協定又は契約（注１））に関する協議が不調のため、電気通信事業法（関連条項（注１））の

規定により、次のとおり仲裁を申請します。 

当事者の氏名（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）及び住所 

 

仲裁判断を求める事項（注２）  

協議の不調の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  
 

注１ 次の区分により、該当する協定又は契約及び電気通信事業法の関連条項を記載すること。 

協定又は契約 関連条項 

電気通信設備の接続に関する協定 第155条第１項 

電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関す
る

協定 

第156条第１項 

卸電気通信役務の提供に関する契約 第156
条第２項 

電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要な

協定又は契約 
第157条第３項 

電気通信事業法第164条第１項第３号に掲げる電気通信事業を

営むに当たって利用すべき電気通信役務の提供に関する契約 
第157条の２第３項 

 

２ 協議の相手である当事者が当該協議に関して既に仲裁の申請を行っており、その旨の通知が

電気通信紛争処理委員会からあった場合には、当該協議の相手である当事者の仲裁判断を求め

る事項に対する答弁を記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第５（第５条第２項関係） 

 
 

仲  裁  申  請  書 

 

年  月  日  

 

電気通信紛争処理委員会委員長 殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住   所 

（ふりがな） 

氏   名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載することとし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。） 

印  

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

電波法第27条の35第１項に規定する契約に関する協議が不調のため、同条第３項の規定により、次

のとおり仲裁を申請します。 

 

当事者の氏名（法人にあっては、名

称及び代表者の氏名）及び住所 

 

仲裁判断を求める事項（注１）  

協議の不調の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  
 

 

注１ 協議の相手である当事者が当該協議に関して既に仲裁の申請を行っており、その旨の通知が

電気通信紛争処理委員会からあった場合には、当該協議の相手である当事者の仲裁判断を求め

る事項に対する答弁を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第６（第５条第３項関係） 

 
 

仲  裁  申  請  書 

 

年  月  日  

 

電気通信紛争処理委員会委員長 殿 

 

郵 便 番 号 

（ふりがな） 

住   所 

（ふりがな） 

氏   名（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載することとし、代表者が自筆で記入したと

きは、押印を省略できる。） 

印  

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名等

を記載すること。） 

 

放送法第142条第１項に規定する同意に関する協議が不調のため、同条第３項の規定により、次の

とおり仲裁を申請します。 

 

当事者の氏名（法人にあっては、名称及び代

表者の氏名）、住所及び放送事業者の種別

（注１） 

 

仲裁判断を求める事項（注２）  

協議の不調の理由及び協議の経過  

その他参考となる事項  
 

 

注１ 放送事業者の種別は、基幹放送事業者、指定再放送事業者又は届出一般放送事業者のいずれ

かを記載すること。 

２ 協議の相手である当事者が当該協議に関して既に仲裁の申請を行っており、その旨の通知が

電気通信紛争処理委員会からあった場合には、当該協議の相手である当事者の仲裁判断を求め

る事項に対する答弁を記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

三

年

十

一

月

三

十

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号  

最
終
改
正 

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続
そ

の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

（
会
議
） 

第
二
条 

委
員
長
は
、
委
員
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
招
集
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
委
員
等
（
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
特
別
委
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
対
し
あ
ら
か
じ
め
議
題
、
日
時
及
び
場
所
を
通
知
す
る
。 

２ 

委
員
長
は
、
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
等
に
あ
ら
か
じ
め

通
知
し
た
上
で
、
文
書
に
よ
る
審
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
文
書
に
よ
る
審

議
を
行
っ
た
場
合
は
、
委
員
長
は
そ
の
結
果
に
つ
い
て
次
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

委
員
長
は
、
委
員
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

  

（
指
名
の
欠
格
） 

第
三
条 

委
員
会
は
、
委
員
又
は
特
別
委
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

そ
の
他
事
件
の
当
事
者
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
四
条
第
三
項
（
法
第
百

五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項
及
び
百
五
十
七
条
の
二
第
二

項
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
二
項

並
び
に
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
委
員
又
は
法
第
百
五
十
五
条
第

二
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
及
び
百
五
十

七
条
の
二
第
四
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
仲
裁
委
員
に
指
名
し
な

い
。 

 

一 

委
員
若
し
く
は
特
別
委
員
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
が 

事
件
の
当
事
者
、
当
事
者
の
子
会
社
、
当
事
者
を
子
会
社
と
す
る
親
会
社
又
は
当
該

親
会
社
の
子
会
社
（
当
事
者
を
除
く
。
）
の
役
員
で
あ
る
と
き
。 

 

二 

委
員
又
は
特
別
委
員
が
事
件
の
当
事
者
、
当
事
者
の
子
会
社
、
当
事
者
を
子
会
社

と
す
る
親
会
社
又
は
当
該
親
会
社
の
子
会
社
（
当
事
者
を
除
く
。
）
の
役
員
の
四
親
等

内
の
血
族
、
三
親
等
内
の
姻
族
若
し
く
は
同
居
の
親
族
で
あ
る
と
き
。 

 

三 

委
員
又
は
特
別
委
員
が
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
の
代
理
人
又
は
補
佐
人
で
あ
る
と

き
、
又
は
あ
っ
た
と
き
。 

２ 

委
員
会
は
、
既
に
あ
っ
せ
ん
委
員
又
は
仲
裁
委
員
の
指
名
を
さ
れ
た
委
員
又
は
特
別

委
員
が
前
項
の
特
別
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
指
名

を
解
除
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
仲
裁
委
員
を
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
選
定
し
た
者
に
つ
き

指
名
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
回
避
） 

第
三
条
の
二 

委
員
及
び
特
別
委
員
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
自

己
の
公
正
性
又
は
独
立
性
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
情
が
あ
る
場
合
に

は
、
事
件
の
担
当
を
回
避
す
べ
き
旨
を
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
代
理
人
及
び
補
佐
人
） 

第
三
条
の
三 

当
事
者
は
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
委
員
会
の
承
認
を
得
た
適
当
な

者
を
代
理
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

代
理
人
の
権
限
は
、
書
面
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

当
事
者
又
は
代
理
人
は
、
あ
っ
せ
ん
委
員
及
び
仲
裁
廷
（
三
人
の
仲
裁
委
員
の
合
議

体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
許
可
を
得
て
、
補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

  
（
手
続
の
分
離
又
は
併
合
） 

第
三
条
の
四 

あ
っ
せ
ん
委
員
又
は
仲
裁
廷
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
全
員

の
合
意
を
得
て
、
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
を
分
離
し
、
又
は
併
合
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

  

（
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
場
合
等
の
通
知
） 

第
四
条 

委
員
会
は
、
法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
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項
、
第
百
五
十
七
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条

の
三
十
五
第
二
項
並
び
に
放
送
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
あ
っ
せ
ん
を
し
な
い
も
の
と
し
た
と
き
は
、
当
事
者
に
対
し
、

そ
の
旨
を
理
由
を
附
し
て
通
知
す
る
。
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い

場
合
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
を
打
ち
切
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  

（
あ
っ
せ
ん
の
答
弁
書
の
提
出
期
間
の
指
示
） 

第
四
条
の
二 

委
員
会
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百

六
十
二
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
す
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
答

弁
書
を
提
出
す
べ
き
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
複
数
の
あ
っ
せ
ん
委
員
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
の
審
理
の
指
揮
） 

第
四
条
の
三 

複
数
の
あ
っ
せ
ん
委
員
が
指
名
さ
れ
た
場
合
は
、
あ
っ
せ
ん
の
審
理
の
指

揮
を
行
う
者
を
、
あ
っ
せ
ん
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。 

  

（
委
員
等
に
関
す
る
事
実
の
開
示
） 

第
四
条
の
四 

委
員
会
は
、
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
五
十
五

条
第
三
項
（
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
五
十
七
条
第
四
項
及
び
第

百
五
十
七
条
の
二
第
四
項
、
電
波
法
第
二
十
七
条
の
三
十
五
第
四
項
並
び
に
放
送
法
第

百
四
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
委

員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
当
該
事
件
に
関
し
公
正
性
又
は
独
立
性
に
疑
い
を
生
じ
さ

せ
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
当
事
者
に
対
し
て
開
示
す
る
。 

２ 

前
項
の
開
示
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
名
簿
の
写

し
を
送
付
す
る
際
に
行
う
ほ
か
、
仲
裁
委
員
に
つ
い
て
該
当
す
る
事
実
の
存
在
が
判
明

し
た
と
き
に
速
や
か
に
行
う
。 

 

第
五
条 

削
除 

  

（
仲
裁
手
続
の
準
則
） 

第
五
条
の
二 

仲
裁
廷
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
当
事
者
が
別
段

の
合
意
を
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
仲
裁
手
続

を
行
う
。 

２ 

仲
裁
の
当
事
者
は
、
前
項
の
準
則
と
異
な
る
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
仲
裁
廷

の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
合
意
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
準
備
手
続
） 

第
六
条 

仲
裁
の
審
理
の
指
揮
を
行
う
仲
裁
委
員
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

仲
裁
委
員
の
一
人
又
は
二
人
を
し
て
争
点
若
し
く
は
証
拠
の
整
理
そ
の
他
の
準
備
手
続

を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

仲
裁
の
審
理
期
日
に
仲
裁
委
員
の
一
人
又
は
二
人
が
欠
席
し
た
と
き
は
、
出
席
し
た

仲
裁
委
員
は
、
前
項
の
準
備
手
続
を
任
意
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
備
手
続
を
行
っ
た
仲
裁
委
員
は
、
当
該
準
備
手
続
の
後
に

お
け
る
最
初
の
審
理
期
日
ま
で
に
、
他
の
仲
裁
委
員
に
対
し
そ
の
結
果
を
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
和
解
の
勧
告
） 

第
七
条 

仲
裁
廷
は
、
当
事
者
双
方
の
承
諾
が
あ
る
場
合
に
は
、
仲
裁
手
続
の
い
か
な
る

段
階
で
あ
っ
て
も
、
仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
対

し
和
解
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

仲
裁
廷
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
和
解
の
勧
告
を
、
仲
裁
委
員

の
一
人
又
は
二
人
を
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
仲
裁
判
断
） 

第
八
条 

仲
裁
判
断
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
仲
裁
委
員
が
こ
れ
に

署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
当
事
者

が
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
旨
を
特
に
合
意
し
て
い
る
場
合
及
び
次
項
に
規

定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

当
事
者
の
氏
名
（
当
事
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）
及
び
住
所 

 

二 

代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所 

 

三 

主
文 

 
四 

事
実 

 
五 
理
由 

 

六 
仲
裁
判
断
の
年
月
日
及
び
仲
裁
地 

２ 

仲
裁
廷
は
、
仲
裁
手
続
中
に
仲
裁
を
求
め
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
当
事

者
が
和
解
し
、
か
つ
、
当
事
者
双
方
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
和
解
の
内
容

を
仲
裁
判
断
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
証
拠
資
料
の
閲
覧
） 

第
八
条
の
二 

仲
裁
廷
は
、
仲
裁
判
断
そ
の
他
の
仲
裁
廷
の
決
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
証

拠
資
料
の
内
容
を
、
当
事
者
が
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

  

（
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
） 

第
九
条 

法
第
百
六
十
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
委
員
会
へ
の
諮
問
を
要
し
な
い
事
項
は
、

委
員
長
が
軽
微
な
事
項
と
し
て
個
別
に
認
定
し
た
も
の
と
す
る
。 

  

（
諮
問
及
び
答
申
並
び
に
勧
告
） 

第
十
条 

委
員
会
に
対
す
る
諮
問
は
、
総
務
大
臣
は
文
書
を
も
っ
て
行
い
、
か
つ
、
効
率

的
な
審
議
が
行
え
る
よ
う
に
必
要
な
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

委
員
会
が
総
務
大
臣
に
対
し
て
行
う
答
申
及
び
勧
告
は
文
書
を
も
っ
て
行
う
。 

３ 

委
員
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
起
草
委
員
を
命
じ
、
答
申
及
び
勧
告
の
案
の
起
草
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

答
申
及
び
勧
告
に
は
、
委
員
の
間
に
お
い
て
見
解
の
分
か
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

複
数
の
意
見
を
並
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
意
見
の
聴
取
） 

第
十
一
条 

委
員
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調

査
審
議
事
項
と
関
連
す
る
利
害
関
係
者
そ
の
他
の
参
考
人
か
ら
公
聴
会
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
広
く
意
見
を
募
集

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
意
見
の
聴
取
に
係
る
議
題
の
審
議
に
当
た
り
、
聴
取
し
た
意
見
を
参
考

と
す
る
。 

  

（
聴
聞
の
主
宰
者
の
推
薦
） 

第
十
二
条 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
聴
聞
の
主
宰
者
は
、
委
員
会
の
委
員

の
う
ち
か
ら
、
委
員
長
の
指
名
に
よ
り
推
薦
す
る
。 

 

（
不
利
益
処
分
に
関
す
る
調
査
審
議
） 

第
十
三
条 

委
員
会
は
、
不
利
益
処
分
に
関
す
る
審
議
に
当
た
り
、
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
聴
聞
の
審
理
の
経
過
を
記
載
し
た
調

書
の
内
容
及
び
同
条
第
三
項
の
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
聴
聞
の
主
宰
者
の
意
見
を
参
考

と
す
る
。 

  

（
議
事
録
） 

第
十
四
条 

委
員
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事
項
を
記

載
す
る
。 

一 

開
催
の
年
月
日
及
び
場
所 

二 

開
会
及
び
閉
会
の
時
刻 

三 

出
席
し
た
委
員
及
び
特
別
委
員
の
氏
名 

四 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 

五 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

六 

議
題 

七 

調
査
審
議
の
内
容 

八 

議
決
事
項 

九 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

２ 

前
項
の
議
事
録
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
特
別
委
員
の
確
認
を
得
て
作
成
し
、
委
員

長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
議
事
録
等
の
保
存
） 

第
十
五
条 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
の
承
認
を
得
た
議
事
録
（
以
下
「
会
議

の
議
事
録
」
と
い
う
。
）
及
び
会
議
で
使
用
し
た
資
料
は
、
委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て

保
存
す
る
。 

  

（
会
議
の
公
開
） 

第
十
六
条 

会
議
は
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
若
し
く
は
第
三
者
の
権
利

若
し
く
は
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
委
員
長
が

非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
を
除
き
、
公
開
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
が
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合

は
、
委
員
会
は
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
。 

  

（
会
議
の
議
事
録
の
公
表
） 

第
十
七
条 
会
議
の
議
事
録
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
が
会
議
を
非
公
開

と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
若
し
く

は
第
三
者
の
権
利
若
し
く
は
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ

の
他
の
委
員
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
を
除
き
、
公
表
す
る
。 



 法令－57 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
が
会
議
の
議
事
録
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認

め
た
場
合
は
、
委
員
会
は
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
。 

３ 
会
議
の
議
事
録
の
公
表
ま
で
の
間
、
委
員
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要
を
速
や
か
に

作
成
し
、
委
員
長
の
承
認
を
得
て
公
表
す
る
。 

  

（
会
議
で
使
用
し
た
資
料
の
閲
覧
） 

第
十
八
条 

会
議
で
使
用
し
た
資
料
は
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
が
会

議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当

事
者
若
し
く
は
第
三
者
の
権
利
若
し
く
は
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
委
員
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
を
除
き
、

委
員
会
の
事
務
局
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
が
会
議
で
使
用
し
た
資
料
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必

要
と
認
め
た
場
合
は
、
委
員
会
は
そ
の
理
由
を
公
表
す
る
。 

  

（
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
係
る
資
料
の
非
公
開
） 

第
十
九
条 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
お
い
て
あ
っ
せ
ん
委
員
、
仲
裁
委
員
又
は
委

員
会
の
事
務
局
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
資
料
は
、
公
開
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
当
事
者
が
そ
の
公

開
を
承
諾
す
る
場
合
又
は
そ
の
公
開
が
委
員
会
の
運
営
又
は
紛
争
の
公
正
か
つ
円
滑
な

解
決
の
妨
げ
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
事
業
運
営
に
支
障
を
も
た
ら
さ
な
い

も
の
と
し
て
、
委
員
会
が
公
開
を
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
資
料
を
委
員
会

の
事
務
局
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
あ
っ
せ
ん
及
び
仲
裁
の
手
続
に
関
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
事
実
の
公
表
） 

第
二
十
条 

委
員
会
は
、
あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
関
し
て
あ
っ
せ
ん
委
員
、
仲
裁

委
員
又
は
委
員
会
の
事
務
局
が
知
る
こ
と
が
で
き
た
次
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

一 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
申
請
の
受
理
の
年
月
日 

二 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
の
終
結
の
年
月
日
（
手
続
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、

手
続
を
行
わ
な
い
こ
と
が
確
定
し
た
年
月
日
） 

三 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
手
続
に
関
す
る
主
な
経
過
、
当
事
者
の
氏
名
（
当
事
者
が

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
）
、
当
事
者
の
主
な
主
張
及
び
結
果
の
概
要 

２ 

前
項
第
三
号
の
事
実
の
公
表
は
、
次
の
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。 

一 

あ
っ
せ
ん
又
は
仲
裁
の
当
事
者
が
そ
の
公
表
を
承
諾
す
る
場
合 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
他
、
そ
の
公
表
が
委
員
会
の
運
営
又
は
紛
争
の
公
正
か

つ
円
滑
な
解
決
の
妨
げ
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
事
業
運
営
に
支
障
を
も

た
ら
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
委
員
会
が
公
表
を
適
当
と
認
め
る
場
合 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
事
実
の
公
表
は
、
事
件
の
性
質
を
勘
案
し
、
処
理
の
終
結
の
後
の

適
当
な
時
点
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

三

年

十

一

月

三

十

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

 

こ
の
規
程
は
、
決
定
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

四

年

二

月

二

十

六

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

 

１ 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
決
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
あ
っ
せ
ん
の
申
請
に
係
る
審
理
に
つ
い
て

は
、
本
決
定
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

四

年

六

月

二

十

五

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
二
号 

  

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

五

年

二

月

十

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

  
こ
の
決
定
は
、
平
成
十
五
年
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 

附 
則 

 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

五

年

十

月

三

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
二
号 

 

１ 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
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に
つ
い
て
は
、
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
条
）
の
施
行
の
日
〔
平
成
十

六
年
三
月
一
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
の
後
の
規
定
は
、
こ
の
決
定
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始

し
た
仲
裁
手
続
か
ら
適
用
し
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
の
後
の
規
定
は
、
同
条
の

施
行
の
日
以
後
に
開
始
し
た
仲
裁
手
続
か
ら
適
用
す
る
。 

   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

六

年

三

月

十

五

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

 
 
 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

六

年

十

一

月

三

十

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
二
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

二

十

年

三

月

十

八

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
決
定
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五

号
）
の
施
行
の
日
［
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
］
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
仲
裁
準
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平

成

十

五

年

十

月

三

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
三
号  

最
終
改
正 

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
二
号  

 

（
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

こ
の
決
定
は
、
当
事
者
間
で
別
段
の
合
意
が
な
い
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。 

  

（
書
面
に
よ
っ
て
す
る
通
知
） 

第
二
条 

仲
裁
手
続
に
お
け
る
通
知
を
書
面
に
よ
っ
て
す
る
と
き
は
、
名
あ
て
人
が
直
接

当
該
書
面
を
受
領
し
た
時
又
は
名
あ
て
人
の
住
所
、
常
居
所
、
営
業
所
、
事
務
所
若
し

く
は
配
達
場
所
（
名
あ
て
人
が
発
信
人
か
ら
の
書
面
の
配
達
を
受
け
る
べ
き
場
所
と
し

て
指
定
し
た
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
書
面
が
配
達
さ
れ

た
時
に
、
通
知
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

２ 

仲
裁
手
続
に
お
け
る
通
知
を
書
面
に
よ
っ
て
す
る
場
合
に
お
い
て
、
名
あ
て
人
の
住

所
、
常
居
所
、
営
業
所
、
事
務
所
及
び
配
達
場
所
の
す
べ
て
が
相
当
の
調
査
を
し
て
も

分
か
ら
な
い
と
き
は
、
発
信
人
は
、
名
あ
て
人
の
最
後
の
住
所
、
常
居
所
、
営
業
所
、

事
務
所
又
は
配
達
場
所
に
あ
て
て
当
該
書
面
を
書
留
郵
便
そ
の
他
配
達
を
試
み
た
こ
と

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
発
送
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
書
面
が
通
常
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
に
通
知
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

  

（
忌
避
の
手
続
） 

第
三
条 

仲
裁
委
員
の
忌
避
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
仲
裁
廷

が
行
う
。 

２ 

前
項
の
申
立
て
を
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
は
、
仲
裁
委
員
の
指
名
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
忌
避
の
原
因
を
記
載
し
た
申
立
書
を
仲
裁
廷
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
仲
裁
廷
は
、
当
該
仲
裁
人
に
忌
避
の

原
因
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
忌
避
を
理
由
が
あ
る
と
す
る
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

  

（
暫
定
措
置
又
は
保
全
措
置
） 

第
四
条 

仲
裁
廷
は
、
当
事
者
の
一
方
の
申
立
て
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
当
事
者
に
対
し
て

も
、
紛
争
の
対
象
に
つ
い
て
仲
裁
廷
が
必
要
と
認
め
る
暫
定
措
置
又
は
保
全
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

仲
裁
廷
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
に
対
し
て
も
、
前
項
の
暫
定
措
置
又
は
保
全
措
置
を 

講
ず
る
に
つ
い
て
、
相
当
な
担
保
を
提
供
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
仲
裁
手
続
の
方
法
） 

第
五
条 

仲
裁
廷
は
、
こ
の
決
定
の
規
定
に
反
し
な
い
限
り
、
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ

っ
て
仲
裁
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
仲
裁
廷
の
権
限
に

は
、
証
拠
に
関
し
、
証
拠
と
し
て
の
許
容
性
、
取
調
べ
の
必
要
性
及
び
そ
の
証
明
力
に

つ
い
て
の
判
断
を
す
る
権
限
が
含
ま
れ
る
。 

  

（
異
議
権
の
放
棄
） 

第
六
条 

仲
裁
手
続
に
お
い
て
は
、
当
事
者
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。
）
の
行
う
仲
裁
手
続
に
適
用
さ
れ
る
法
令
、
委
員
会
に
よ
る
決
定
又
は

当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
仲
裁
手
続
の
準
則
（
い
ず
れ
も
公
の
秩
序
に
関

し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
遅
滞
な
く
異
議

を
述
べ
な
い
と
き
は
、
異
議
を
述
べ
る
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

  

（
仲
裁
地
） 

第
七
条 

仲
裁
地
は
、
東
京
都
と
す
る
。 

２ 

仲
裁
廷
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
仲
裁
地
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
当
と
認
め
る
い
か

な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

仲
裁
廷
の
評
議 

 

二 

当
事
者
、
鑑
定
人
又
は
第
三
者
の
陳
述
の
聴
取 

 

三 

物
又
は
文
書
の
見
分 

 

四 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
実
関
係
に
つ
き
行
う
調
査 

  
（
仲
裁
手
続
の
開
始
） 

第
八
条 

仲
裁
手
続
は
、
一
方
の
当
事
者
が
他
方
の
当
事
者
に
対
し
書
面
を
も
っ
て
特
定

の
紛
争
を
仲
裁
手
続
に
付
す
る
旨
の
通
知
を
し
た
日
又
は
一
方
の
当
事
者
の
申
請
を
受

け
て
委
員
会
が
他
方
の
当
事
者
に
仲
裁
の
申
請
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
を
し
た
日
の
う
ち

最
も
早
い
日
に
開
始
す
る
。 

  

（
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
回
答
期
間
の
指
示
） 
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第
八
条
の
二 

委
員
会
は
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
仲
裁
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
（
当
事

者
の
双
方
に
、
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
法
に
よ
る
仲
裁
に
付
す
る
旨
の
合
意
が
あ
る
場

合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
そ
の
旨
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
相
当

の
期
間
を
指
定
し
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
件
を
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
か

ど
う
か
を
書
面
で
回
答
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
言
語
） 

第
九
条 

仲
裁
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
は
、
日
本
語
と
す
る
。
そ
の
言
語
を
使
用

し
て
行
う
べ
き
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

口
頭
に
よ
る
手
続 

 

二 

当
事
者
が
行
う
書
面
に
よ
る
陳
述
又
は
通
知 

 

三 

仲
裁
廷
が
行
う
書
面
に
よ
る
決
定
（
仲
裁
判
断
を
含
む
。
）
又
は
通
知 

  

（
当
事
者
の
陳
述
） 

第
十
条 

仲
裁
廷
は
、
す
べ
て
の
当
事
者
に
対
し
、
仲
裁
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
加

え
て
、
自
己
の
主
張
、
主
張
の
根
拠
と
な
る
事
実
及
び
紛
争
の
要
点
を
、
仲
裁
廷
が
定

め
た
期
間
内
に
陳
述
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

事
者
は
、
取
り
調
べ
る
必
要
が
あ
る
と
思
料
す
る
す
べ
て
の
証
拠
書
類
を
提
出
し
、
又

は
提
出
予
定
の
証
拠
書
類
そ
の
他
の
証
拠
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

す
べ
て
の
当
事
者
は
、
仲
裁
手
続
の
進
行
中
に
お
い
て
、
自
己
の
陳
述
の
変
更
又
は

追
加
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
又
は
追
加
が
時
機
に
後
れ
て
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
仲
裁
廷
は
、
こ
れ
を
許
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
口
頭
審
理
） 

第
十
一
条 

仲
裁
廷
は
、
当
事
者
に
証
拠
の
提
出
又
は
意
見
の
陳
述
を
さ
せ
る
た
め
、
口

頭
審
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
方
の
当
事
者
が
口
頭
審
理
の
実
施

の
申
立
て
を
し
た
と
き
は
、
仲
裁
手
続
に
お
け
る
適
切
な
時
期
に
、
当
該
口
頭
審
理
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
当
事
者
の
守
秘
） 

第
十
二
条 

当
事
者
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
（
平
成
十
三
年
電
気
通

信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
一
号
）
（
以
下
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
し
た
証
拠
資
料
に
よ
り
知
り
得
た
相
手
方
当
事
者
の
秘
密
を
漏

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
不
熱
心
な
当
事
者
が
い
る
場
合
の
取
扱
い
） 

第
十
三
条 

仲
裁
廷
は
、
一
方
の
当
事
者
が
、
正
当
な
理
由
な
く
口
頭
審
理
の
期
日
に
出

頭
せ
ず
、
又
は
証
拠
書
類
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
時
ま
で
に
収
集
さ
れ
た
証
拠

に
基
づ
い
て
、
仲
裁
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

仲
裁
廷
は
、
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）

第
十
一
条
に
規
定
す
る
申
出
を
行
っ
た
当
事
者
の
相
手
方
の
当
事
者
が
、
正
当
な
理
由

な
く
同
条
に
規
定
す
る
文
書
又
は
物
件
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
当
該
文
書
又
は
物
件

に
関
す
る
当
該
申
出
を
行
っ
た
当
事
者
の
主
張
を
真
実
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
仲
裁
廷
に
よ
る
鑑
定
人
の
選
任
等
） 

第
十
四
条 

仲
裁
廷
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上
の
鑑
定
人
を
選
任
し
、
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
鑑
定
を
さ
せ
、
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
仲
裁
廷
は
、
当
事
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

鑑
定
に
必
要
な
情
報
を
鑑
定
人
に
提
供
す
る
こ
と
。 

 

二 

鑑
定
に
必
要
な
文
書
そ
の
他
の
物
を
、
鑑
定
人
に
提
出
し
、
又
は
鑑
定
人
が
見
分 

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

３ 

当
事
者
の
求
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
仲
裁
廷
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
鑑
定
人
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
後
、
口
頭
審
理
の
期
日
に
出
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４ 

当
事
者
は
、
前
項
の
口
頭
審
理
の
期
日
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

一 

鑑
定
人
に
質
問
を
す
る
こ
と
。 

 

二 

自
己
が
依
頼
し
た
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
当
該
鑑
定
に
係
る
事
項
に
つ
い
て

陳
述
を
さ
せ
る
こ
と
。 

  
（
裁
判
所
に
よ
り
実
施
す
る
証
拠
調
べ
） 

第
十
五
条 

仲
裁
廷
又
は
当
事
者
は
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規

定
に
よ
る
調
査
の
嘱
託
、
証
人
尋
問
、
鑑
定
、
書
証
（
当
事
者
が
文
書
を
提
出
し
て
す

る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
検
証
（
当
事
者
が
検
証
の
目
的
を
提
示
し
て
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
仲
裁
廷
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
き
、
裁
判
所
に
対
し
、
そ
の
実
施

を
求
め
る
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
仲
裁
判
断
に
お
い
て
準
拠
す
べ
き
法
） 

第
十
六
条 

仲
裁
廷
は
、
仲
裁
手
続
に
付
さ
れ
た
紛
争
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
令

で
あ
っ
て
事
件
に
直
接
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
適
用
す
る
。 

  

（
仲
裁
廷
の
議
事
） 

第
十
七
条 

仲
裁
廷
の
長
は
、
委
員
会
が
仲
裁
委
員
の
中
か
ら
指
名
す
る
。 

２ 

仲
裁
廷
の
長
は
、
仲
裁
の
審
理
の
指
揮
を
行
う
。 

３ 

仲
裁
廷
の
議
事
は
、
仲
裁
廷
を
構
成
す
る
仲
裁
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
仲
裁
手
続
に
お
け
る
手
続
上
の
事
項
は
、
仲
裁
廷
の

長
が
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
和
解
勧
告
の
実
施
の
承
諾
等
の
方
法
） 

第
十
八
条 

運
営
規
程
第
七
条
の
承
諾
又
は
そ
の
撤
回
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  

（
仲
裁
判
断
の
訂
正
の
申
立
て
期
限
） 

第
十
九
条 

当
事
者
は
、
仲
裁
廷
に
対
し
、
仲
裁
判
断
に
お
け
る
計
算
違
い
、
誤
記
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
誤
り
の
訂
正
を
申
し
立
て
る
と
き
は
、
こ
れ
を
、
仲
裁
判
断
の
通

知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
仲
裁
廷
に
よ
る
仲
裁
判
断
の
解
釈
） 

第
二
十
条 

当
事
者
は
、
仲
裁
廷
に
対
し
、
仲
裁
判
断
の
特
定
の
部
分
の
解
釈
を
求
め
る

申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
申
立
て
は
、
仲
裁
判
断
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
追
加
仲
裁
判
断
） 

第
二
十
一
条 

当
事
者
は
、
仲
裁
手
続
に
お
け
る
申
立
て
の
う
ち
に
仲
裁
判
断
に
お
い
て

判
断
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
仲
裁
廷
に
対
し
、
当
該
申
立
て
に
つ

い
て
の
仲
裁
判
断
を
求
め
る
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

  

（
仲
裁
費
用
の
分
担
） 

第
二
十
二
条 

当
事
者
が
仲
裁
手
続
に
関
し
て
支
出
し
た
費
用
は
、
各
自
が
負
担
す
る
。 

 

    
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

五

年

十

月

三

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
三
号 

 

１ 

こ
の
決
定
は
、
仲
裁
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日
〔
平
成

十
六
年
三
月
一
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
運
営
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
決
定
（
平
成
十
五
年

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
決
定
の
施
行
前
に
開
始
し
た
仲
裁
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
決
定
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
仲
裁
委
員
忌
避

の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

十

六

年

十

一

月

三

十

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
三
号 

  

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 
 
 
 
 
 
 

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
決
定
第
二
号 

 

こ
の
決
定
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五

号
）
の
施
行
の
日
［
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
］
か
ら
施
行
す
る
。 
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